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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無人航空機を制御するシステムであって、
　前記無人航空機によって運ばれ、センサデータを供給する１つまたは複数のセンサと、
　１つまたは複数のプロセッサであって、
　　前記センサデータに基づいて、環境に対する環境タイプを判断し、
　　前記環境タイプに基づいて複数の異なる飛行モードから飛行モードを選択し、前記複
数の異なる飛行モードのそれぞれは、異なる作動規則のセットに関連付けられており、
　　前記選択された飛行モードの複数の作動規則の前記セットに適合しつつ、前記無人航
空機を動作させ、
　　１つまたは複数のセンサから１つまたは複数の障害物を検出する信号を受信する
　１つまたは複数のプロセッサと
を備え、
　前記複数の作動規則はそれぞれ、前記作動規則に対応する特定の前記環境タイプに対し
て構成され、前記障害物が検出された場合の、複数の互いに異なる障害物回避戦略のいず
れかを定義しているシステム。
【請求項２】
　前記環境タイプは、屋内環境、屋外環境、高空環境または低空環境のうち１または複数
を有する請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
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　複数の前記環境タイプは前記無人航空機の高度に基づいて区別される請求項１に記載の
システム。
【請求項４】
　複数の前記環境タイプは、無人航空機を囲む構造物の量に基づいて区別される請求項１
に記載のシステム。
【請求項５】
　複数の前記環境タイプは、前記無人航空機を制御しているユーザからの前記無人航空機
の距離に基づいて区別される請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記１つまたは複数のセンサは、ＧＰＳセンサ、慣性センサ、ビジョンセンサ、ライダ
センサ、超音波センサ、気圧計または高度計、のうち１または複数を有する請求項１に記
載のシステム。
【請求項７】
　前記１つまたは複数のセンサはライダセンサを有するとともに、前記環境タイプは前記
ライダセンサにより得られた飛行時間データに基づいて判断される請求項１に記載のシス
テム。
【請求項８】
　前記１つまたは複数のセンサはビジョンセンサを有するとともに、前記環境タイプは前
記ビジョンセンサにより得られた画像データに基づいて判断される請求項１に記載のシス
テム。
【請求項９】
　前記１つまたは複数のセンサはビジョンセンサを有するとともに、前記環境タイプは前
記ビジョンセンサにより得られた前記画像データに関連付けられた露出時間に基づいて判
断される請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記複数の異なる飛行モードは、屋内飛行モード、屋外飛行モード、高空飛行モード、
低空飛行モード、完全自律飛行モード、半自律的飛行モードまたは手動飛行モード、のう
ちの１、２又は３以上を有する請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　複数の作動規則の各々のセットは、前記１つまたは複数のセンサにより得られたデータ
を処理するための複数の処理規則を有する請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記複数の処理規則は、前記１つまたは複数のセンサにより得られた前記データのセン
サフュージョンを実行するのに使用される請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　複数の作動規則の各々のセットは、前記無人航空機の飛行を制御する複数の制御規則を
有する請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　無人航空機を制御する方法であって、
　前記無人航空機により運ばれる１つまたは複数のセンサからセンサデータを受信するス
テップ、
　前記センサデータに基づいて、環境の環境タイプを判断するステップ、
　前記環境タイプに基づいて、複数の異なる飛行モードから飛行モードを選択するステッ
プであって、前記複数の異なる飛行モードは複数の作動規則の異なるセットに関連付づけ
られている、前記選択するステップ、
　前記選択された飛行モードの複数の作動規則の前記セットに適合しつつ、前記無人航空
機を動作させるステップ、
　　１つまたは複数のセンサから１つまたは複数の障害物を検出する信号を受信するステ
ップ
を含み、
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　前記複数の作動規則はそれぞれ、前記作動規則に対応する特定の前記環境タイプに対し
て構成され、前記障害物が検出された場合の、複数の互いに異なる障害物回避戦略のいず
れかを定義している方法。
【請求項１５】
　無人航空機を制御するシステムであって、
　前記無人航空機により運ばれる１つまたは複数のセンサと、
　１つまたは複数のプロセッサであって、
　　複数の異なる飛行モードから飛行モードを選択し、前記異なる飛行モードのそれぞれ
は互いに異なる複数の障害物回避戦略のいずれかに関連付けられており、
　　前記無人航空機の所望の移動経路を示す信号を受信し、
　　前記１つまたは複数のセンサから前記所望の移動経路に沿ったまたは近くに位置され
た１つまたは複数の障害物を検出する信号を受信し、
　　前記障害物が検出された場合に、前記無人航空機が前記１つまたは複数の障害物と衝
突するのを防ぐために、前記複数の障害物回避戦略のうち、前記選択された飛行モードに
関連付けられた前記障害物回避戦略に基づいて、前記所望の移動経路を修正する
　１つまたは複数のプロセッサと
を備えるシステム。
【請求項１６】
　前記複数の異なる飛行モードは、屋内飛行モード、屋外飛行モード、高空飛行モード、
低空飛行モード、完全自律飛行モード、半自律的飛行モードまたは手動飛行モード、のう
ちの１、２又は３以上を有する請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記飛行モードは、前記１つまたは複数のセンサにより得られたセンサデータに基づい
て選択される請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記センサデータは、前記無人航空機が位置する環境に関する環境情報を有する請求項
１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記センサデータは、前記無人航空機の状態に関する情報を有する請求項１７に記載の
システム。
【請求項２０】
　前記飛行モードは、ユーザ入力命令に基づいて選択される請求項１５に記載のシステム
。
【請求項２１】
　複数の前記障害物回避戦略のうち少なくとも１つは、前記１つまたは複数の障害物から
特定された距離の適切な位置で前記無人航空機をホバリングさせることを有する請求項１
５に記載のシステム。
【請求項２２】
　複数の前記障害物回避戦略のうち少なくとも１つは、前記１つまたは複数の障害物の周
りに前記無人航空機をナビゲートさせることを有する請求項１５に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記所望の移動経路を示す前記信号は、前記無人航空機のユーザにより動作されたリモ
ートコントローラから受信される請求項１５に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記１つまたは複数のプロセッサは、前記１つまたは複数の障害物との潜在的な衝突を
示す警告情報をユーザに送信するよう更に構成されている請求項１５に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記１つまたは複数のプロセッサは、前記修正された所望の移動経路に沿って前記無人
航空機をナビゲートさせるよう更に構成され、これにより前記１つまたは複数の前記障害
物を回避する請求項１５に記載のシステム。
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【請求項２６】
　前記無人航空機に対する前記１つまたは複数の障害物の空間的配置を図表表示するよう
構成されたディスプレイユニットを更に備える請求項１５に記載のシステム。
【請求項２７】
　無人航空機を制御する方法であって、
　複数の異なる飛行モードから飛行モードを選択するステップであって、前記異なる飛行
モードは互いに異なる複数の障害物回避戦略のいずれかに関連付けられている、前記選択
するステップ、
　前記無人航空機に対する所望の移動経路を示す信号を受信するステップ、
　１つまたは複数のセンサを用いて、前記所望の移動経路に沿った１つまたは複数の障害
物を検出すること、および、
　前記障害物が検出された場合に、前記無人航空機が前記１つまたは複数の障害物に衝突
するのを防ぐため、前記複数の障害物回避戦略のうち、前記選択された飛行モードに関連
付けられた前記障害物回避戦略に基づいて前記所望の移動経路を変更すること
を含む方法。
【請求項２８】
　無人航空機を制御するシステムであって、
　前記無人航空機によって運ばれる１つまたは複数のセンサと、
　１つまたは複数のプロセッサであって、
　　前記１つまたは複数のセンサからのデータを用いて、前記無人航空機が第１環境タイ
プにいることを判断し、
　前記第１環境タイプに基づいて異なる飛行モードから第１飛行モードを選択し、前記異
なる飛行モードの各々は複数の作動規則の異なるセットに関連付けられており、
　　前記第１飛行モードの複数の作動規則の前記セットに適合しつつ前記無人航空機を動
作させ、
　前記１つまたは複数のセンサからのデータを用いて、前記無人航空機が第２環境タイプ
にいることを検出し、
　　前記第２環境タイプに基づいて前記異なる飛行モードから第２飛行モードを選択し、
　　前記第２飛行モードの複数の作動規則の前記セットに適合しつつ前記無人航空機を動
作させ、
　　１つまたは複数のセンサから１つまたは複数の障害物を検出する信号を受信する
　１つまたは複数のプロセッサと
を備え、
　前記第１環境タイプの前記複数の作動規則は、前記第１環境タイプに対して構成された
、前記障害物が検出された場合の、障害物回避戦略を定義しており、
　前記第２環境タイプの前記複数の作動規則は、前記第２環境タイプに対して構成され、
前記障害物が検出された場合の、前記第１環境タイプとは異なる障害物回避戦略を定義し
ているシステム。
【請求項２９】
　前記第１および第２環境タイプのうち少なくとも１つは、屋内環境、屋外環境、高空環
境または低空環境を有する請求項２８に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記第１および第２環境タイプのうち少なくとも１つは、前記無人航空機の高度に基づ
いて区別される請求項２８に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記第１および第２環境タイプのうち少なくとも１つは、前記無人航空機を囲む構造物
の量に基づいて区別される請求項２８に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記第１および第２環境タイプのうち少なくとも１つは、前記無人航空機を制御してい
るユーザからの前記無人航空機の距離に基づいて区別される請求項２８に記載のシステム
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。
【請求項３３】
　前記１つまたは複数のセンサはライダセンサを有するとともに、前記第１および第２環
境タイプのうち少なくとも１つは前記ライダセンサにより得られた飛行時間データに基づ
いて判断される請求項２８に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記１つまたは複数のセンサはビジョンセンサを有するとともに、前記第１および第２
環境タイプのうち少なくとも１つは前記ビジョンセンサにより得られた画像データに基づ
いて判断される請求項２８に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記１つまたは複数のセンサはビジョンセンサを有するとともに、前記第１および第２
環境タイプのうち少なくとも１つは前記ビジョンセンサにより得られた前記画像データに
関連付けられた露出時間に基づいて判断される請求項３４に記載のシステム。
【請求項３６】
　複数の前記異なる飛行モードは、屋内飛行モード、屋外飛行モード、高空飛行モード、
低空飛行モード、完全自律飛行モード、半自律的飛行モードまたは手動飛行モード、のう
ちの１、２又は３以上を有する請求項２８に記載のシステム。
【請求項３７】
　無人航空機を制御する方法であって、
　１つまたは複数のセンサを用いて、前記無人航空機が第１環境タイプにいることを判断
すること、
　前記第１環境タイプに基づいて異なる飛行モードから第１飛行モードを選択することで
あって、前記異なる飛行モードの各々は複数の作動規則の異なるセットが関連付られてい
る、前記選択すること、
　前記第１飛行モードの作動規則の第１のセットに適合しつつ前記無人航空機を動作させ
ること、
　前記１つまたは複数のセンサを用いて、前記無人航空機が第２環境タイプにいることを
検出すること、
　前記第２環境タイプに基づいて前記異なる飛行モードから第２飛行モードを選択するこ
と、
　前記第２飛行モードの作動規則の第２のセットに適合しつつ前記無人航空機を動作させ
ることと、
　　１つまたは複数のセンサから１つまたは複数の障害物を検出する信号を受信すること
を含み、
　前記第１環境タイプの前記複数の作動規則は、前記第１環境タイプに対して構成された
、前記障害物が検出された場合の、障害物回避戦略を定義しており、
　前記第２環境タイプの前記複数の作動規則は、前記第２環境タイプに対して構成され、
前記障害物が検出された場合の、前記第１環境タイプとは異なる障害物回避戦略を定義し
ている方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　無人航空機などの無人機は、軍用および民間用の多種多様な環境の適用例において、監
視、偵察、探索のタスクを実行するために使用されることができる。無人航空機は、遠隔
ユーザにより手動で制御されたり、半自律的または全自律的な態様で動作したりする。さ
まざまな制御スキームが、環境内で自律性のさまざまな度合いで無人航空機を操作可能に
すべく実装され得る。
【０００２】
　しかしながら、無人航空機に対する現存の制御スキームは、いくつかの例においては最
適ではないであろう。例えば、幾つかの制御スキームは、無人航空機のための最適な作動
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パラメータを決めるためのユーザ自身の判断に依存する。これは不慣れなユーザや、無人
航空機を囲む環境をユーザが正確に把握できない状況においては困難であろう。さらに、
幾つかの制御スキームは、障害物との衝突、センサの機能不良、その他無人航空機の操作
中に直面するであろうエラー状況を自動的に検出及び／または予測するための安全機構が
供給されないであろう。
【発明の概要】
【０００３】
　無人航空機を作動するための改善された制御スキームが求められている。本明細書中に
開示された実施形態は、決定された飛行モードに従って無人航空機が制御されることを可
能にする。飛行モードは、無人航空機を制御するための作動規則のセットに関連付づけら
れてよい。いくつかの実施形態において、飛行モードは、無人航空機上の１つまたは複数
のセンサから得られたデータ（例えば、環境情報、無人航空機に対する状態情報）に基づ
いて自動的に選択される。各々の飛行モードは、異なる障害物回避戦略など、無人航空機
を作動させる異なる制御スキームを供給してよく、これにより適合性、安全および使用の
容易性が促される。
【０００４】
　つまり、１つの観点によれば、環境における無人航空機を制御するシステムが供給され
る。システムは、無人航空機により運ばれ、センサデータを供給する１つまたは複数のセ
ンサと、１つまたは複数のプロセッサとを有してよい。１つまたは複数のプロセッサは、
個々にまたは集合的に、センサデータに基づいて、環境の環境タイプを判断し、環境タイ
プに基づいて複数の異なる飛行モードから飛行モードを選択し、選択された飛行モードの
作動規則のセットに適合しつつ環境において無人航空機を動作させるよう、構成されてよ
い。ここで、複数の異なる飛行モードの各々は無人航空機の作動規則の異なるセットに関
連付けられている。
【０００５】
　いくつかの実施形態において、環境タイプは、屋内環境、屋外環境、高空環境または低
空環境、のうち１または複数を有してよい。環境タイプは、無人航空機の高度、無人航空
機を囲む構造物の量、及び／または、無人航空機を制御しているユーザからの無人航空機
の距離に基づいて区別されてよい。
【０００６】
　いくつかの実施形態において、１つまたは複数のセンサは、ＧＰＳセンサ、慣性センサ
、ビジョンセンサ、ライダセンサ、超音波センサ、気圧計または高度計、のうち１または
複数を有してよい。１つまたは複数のセンサは、複数の異なるセンサタイプを有してよい
。１つまたは複数のセンサがＧＰＳセンサを有してよいとともに、環境タイプがＧＰＳセ
ンサと通信するＧＰＳ衛星の数に基づいて判断されてもよい。１つまたは複数のセンサが
ライダセンサを有してよいとともに、環境タイプがライダセンサにより得られる飛行時間
データに基づいて判断されてもよい。１つまたは複数のセンサがビジョンセンサを有して
よいとともに、環境タイプが、ビジョンセンサで得られた画像データに関連付けられた露
出時間など、ビジョンセンサから得られた画像データに基づいて判断されてよい。
【０００７】
　いくつかの実施形態において、複数の異なる飛行モードは、屋内飛行モード、屋外飛行
モード、高空飛行モード、低空飛行モード、完全自律飛行モード、半自律的飛行モードま
たは手動飛行モード、の２又は３以上を有してよい。作動規則の各々のセットは、１つま
たは複数のセンサにより得られたデータを処理するための処理規則を有してよい。処理規
則は、１つまたは複数のセンサから得られたデータのセンサフュージョンを実行するのに
使用されてよい。その代わりまたはそれとの組み合わせで、作動規則の各々のセットは、
ＵＡＶの飛行を制御するための制御規則を有してよい。制御規則はＵＡＶの障害物回避戦
略を決定するのに使用されてよい。
【０００８】
　別の観点によれば、環境における無人航空機を制御する方法が供給される。方法は、無
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人航空機により運ばれる１つまたは複数のセンサからセンサデータを受信すること、セン
サデータに基づいてかつプロセッサの助けにより環境の環境タイプを判断すること、環境
タイプに基づいてかつプロセッサの助けにより複数の異なる飛行モードから飛行モードを
選択すること、選択された飛行モードの作動規則のセットに適合しつつ環境で無人航空機
を動作させること、を有してよい。ここで、複数の異なる飛行モードの各々は無人航空機
に対する作動規則の異なるセットに関連付けられている。
【０００９】
　別の観点によれば、環境において無人航空機を制御するためのシステムが供給される。
システムは、無人航空機により運ばれ、センサデータを供給するよう構成された１つまた
は複数センサと、１つまたは複数プロセッサとを有してよい。１つまたは複数のプロセッ
サは、個々にまたは集合的に、複数の異なる飛行モードから飛行モードを選択し、無人航
空機に対する所望の移動経路を示す信号を受信し、所望の移動経路に沿ってまたはその近
くに位置された１つまたは複数の障害物を検出する１つまたは複数のセンサから信号を受
信し、無人航空機が１つまたは複数の障害物と衝突するのを防ぐため、選択された飛行モ
ードに関連付づけられた障害物回避戦略に基づいて所望の移動経路が修正されるよう構成
されてよい。ここで、複数の異なる飛行モードのそれぞれは異なる障害物回避戦略に関連
付けられている。
【００１０】
　いくつかの実施形態において、１つまたは複数のセンサは、ＧＰＳセンサ、慣性センサ
、ビジョンセンサ、ライダセンサ、超音波センサ、気圧計または高度計、のうち１または
複数を有してよい。１つまたは複数のセンサは複数の異なるセンサタイプを有してよい。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、複数の異なる飛行モードは、屋内飛行モード、屋外飛行
モード、高空飛行モード、低空飛行モード、完全自律飛行モード、半自律的飛行モードま
たは手動飛行モード、の２又は３以上を有してよい。飛行モードは、１つまたは複数のセ
ンサにより得られたセンサデータに基づいて選択されてよい。センサデータは、無人航空
機が位置している環境に関する環境情報、及び／または、無人航空機の状態に関する情報
を有してよい。飛行モードはユーザ入力命令に基づいて選択されてよい。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、障害物回避戦略のうち少なくとも１つは、無人航空機に
、１つまたは複数の障害物から特定された距離の適切な位置でホバリングさせ及び／また
は１つまたは複数の障害物の周りにナビゲートさせることを有してよい。所望の移動経路
を示す信号は、無人航空機のユーザによって操作されるリモートコントローラから受信し
てよい。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、１つまたは複数のプロセッサは、１つまたは複数の障害
物との潜在的な衝突を示す警告情報をユーザへ送信するよう更に構成されている。１つま
たは複数のプロセッサは、無人航空機を修正された所望の移動経路に沿ってナビゲートさ
せるよう更に構成されてよく、これにより１つまたは複数の障害物を回避する。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、システムは、無人航空機に対する１つまたは複数の障害
物の空間的配置を図表表示するよう構成されたディスプレイユニットを更に有してよい。
【００１５】
　別の観点によれば、無人航空機を制御する方法が供給される。方法は、複数の異なる飛
行モードから飛行モードを選択すること、無人航空機に対する所望の移動経路を示す信号
を受信すること、１つまたは複数のセンサを用いて所望の移動経路に沿った１つまたは複
数の障害物を検出すること、無人航空機が１つまたは複数の障害物に衝突するのを防ぐた
め、選択された飛行モードに関連付けられた障害物回避戦略に基づいて所望の移動経路を
修正すること、を有してよい。ここで、複数の異なる飛行モードの各々は、異なる障害物
回避戦略に関連付づけられている。
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【００１６】
　別の観点によれば、無人航空機を制御するためのシステムが供給される。システムは、
無人航空機により運ばれ、センサデータを供給するよう構成された１つまたは複数のセン
サと、１つまたは複数のプロセッサとを有してよい。１つまたは複数のプロセッサは、個
々にまたは集合的に、１つまたは複数のセンサからのデータを用いて無人航空機が第１環
境タイプにいることを判断し、第１環境タイプに基づいて複数の異なる飛行モードから第
１飛行モードを選択し、第１飛行モードの作動規則のセットに適合しつつ無人航空機を動
作させ、１つまたは複数のセンサからのデータを用いて無人航空機が第２環境タイプにい
ることを検出し、第２環境タイプに基づいて複数の異なる飛行モードから第２飛行モード
を選択し、第２飛行モードの作動規則のセットに適合しつつ無人航空機を動作させるよう
構成されてよい。ここで、複数の異なる飛行モードの各々は無人航空機に対する作動規則
の異なるセットに関連付づけられる。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、環境タイプは、屋内環境、屋外環境、高空環境または低
空環境のうち１または複数を有してよい。環境タイプは、無人航空機の高度、無人航空機
を囲む構造物の量、及び／または、無人航空機を制御しているユーザからの無人航空機の
距離に基づいて区別されてよい。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、１つまたは複数のセンサは、ＧＰＳセンサ、慣性センサ
、ビジョンセンサ、ライダセンサ、超音波センサ、気圧計または高度計、のうち１または
複数を有してよい。１つまたは複数のセンサは複数の異なるセンサタイプを有してよい。
１つまたは複数のセンサはＧＰＳセンサを有してよいとともに、環境タイプはＧＰＳセン
サと通信するＧＰＳ衛星の数に基づいて判断されてよい。１つまたは複数のセンサがライ
ダセンサを有してよいとともに、環境タイプがライダセンサによって得られた飛行時間デ
ータに基づいて判断されてよい。１つまたは複数のセンサがビジョンセンサを有してよい
とともに、環境タイプは、ビジョンセンサにより得られた画像データに関連付づけられた
露出時間など、ビジョンセンサによって得られた画像データに基づいて判断されてよい。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、複数の異なる飛行モードは、屋内飛行モード、屋外飛行
モード、高空飛行モード、低空飛行モード、完全自律飛行モード、半自律的飛行モードま
たは手動飛行モードの２又は３以上を有してよい。
【００２０】
　別の観点によれば、無人航空機を制御する方法が供給される。この方法は、１つまたは
複数のセンサを用いかつプロセッサの助けにより、無人航空機が第１環境タイプにあるこ
とを判断すること、第１環境タイプに基づいてかつプロセッサの助けにより複数の異なる
飛行モードから第１飛行モードを選択すること、第１飛行モードの作動規則の第１のセッ
トに適合しつつ無人航空機を動作させること、１つまたは複数のセンサを用いかつプロセ
ッサの助けにより、無人航空機が第２環境タイプにいることを検出すること、第２環境タ
イプに基づいてかつプロセッサの助けにより、複数の異なる飛行モードから第２飛行モー
ドを選択すること、第２飛行モードの作動規則の第２のセットに適合しつつ無人航空機を
動作させること、を有してよい。ここで、複数の異なる飛行モードの各々は無人航空機に
対する作動規則の異なるセットに関連付けられている。
【００２１】
　本発明の異なる観点は、個々に、集合的にまたは互いに組み合わせされてもよいと理解
されるべきである。本明細書中に記載された様々な態様が、以下に記載された特定のいか
なる適用例またはいかなる他のタイプの可動物体に適用されてよい。航空機の本明細書中
のいかなる説明も、いかなる輸送体など、いかなる可動物体に適用されかつそれに対し使
用されてよい。さらに、空中の移動（例えば、飛行）に関連して本明細書中で記載された
システム、デバイスおよび方法は、地上若しくは水上の移動、水中の移動、または、宇宙
空間での移動など、他のタイプの移動に関連しても適用されてよい。さらに、ローターま
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たはロータアセンブリの本明細書中のいかなる説明も、回転により推進力を生成するよう
構成されたいかなる推進システム、デバイスまたはメカニズム(例えば、プロペラ、車輪
、車軸)に適用されまたは使用されてよい。
【００２２】
　本願発明の他の目的および特徴は、明細書、特許請求の範囲および添付図面の検討によ
って明らかになるであろう。
（引用による参照）
【００２３】
　この明細書で言及された全ての出版物、特許および特許出願は、各々個別な出版物、特
許または特許出願が参照により組み込まれまれることが特にかつ個々に示されていたのと
同じ程度まで、参照により本明細書中に組み込まれる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　本発明の新規な特徴は、添付された特許請求の範囲で特に記載される。本願発明の特徴
と利点のよりよい理解は、本発明の原理が利用される実施形態で示される以下の詳細な説
明、及び、添付図面を参照することによって得られるであろう。
【００２５】
【図１Ａ】実施形態による屋外環境での無人航空機を示す。
【００２６】
【図１Ｂ】実施形態による屋内環境での無人航空機を示す。
【００２７】
【図２】実施形態による、ある環境での無人航空機を制御する方法を示す。
【００２８】
【図３】実施形態による、ＧＰＳ信号強度に基づく環境タイプの判断を表すヒストグラム
を示す。
【００２９】
【図４】実施形態による、露出時間に基づく環境タイプの判断を表すグラフを示す。
【００３０】
【図５】実施形態による、複数の異なる飛行モード間を切り替えるためのスキームを示す
ブロック図である。
【００３１】
【図６】実施形態よる、１つまたは複数の障害物との衝突を回避するための方法を示す。
【００３２】
【図７】実施形態による、無人航空機の安全システムを示す。
【００３３】
【図８】実施形態による、故障検知および分離を実行するスキームを示すブロック図であ
る。
【００３４】
【図９】実施形態による、ＵＡＶのリモートコントローラを示す。
【００３５】
【図１０】実施形態による、ＵＡＶ動作に関する情報をディスプレイするよう構成された
モバイルデバイスを示す。
【００３６】
【図１１】実施形態による、無人航空機を示す。
【００３７】
【図１２】実施形態による、支持機構と積載物とを含む可動物体を示す。
【００３８】
【図１３】実施形態による、可動物体を制御するシステムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
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　本開示は、無人航空機（ＵＡＶ）の動作を制御するために改善されたシステムおよび方
法を供給する。いくつかの実施形態において、ＵＡＶは、選択された飛行モードに従って
（例えば、手動で、半自律的に、または、全自律的に）制御されうる。「飛行モード」と
いう用語は、本明細書中ではＵＡＶを作動させる制御スキームを参照するのに使用されえ
る。飛行モードは、ＵＡＶ状態（例えば、位置、方向、速度、加速度）、機能（例えば、
衝突防止、故障検知）及び／または振る舞い（例えばユーザ命令への応答、自律性の度合
い）に対する作動規則のセットを含んでよい。飛行モードは、例えば、ＵＡＶに運ばれる
１つまたは複数センサにより収集された環境データに基づいて、自動的に決定されえる。
有利に、本明細書中に記載された実施例は、現在の環境状況に基づいて適切な飛行モード
を選択することにより、ＵＡＶの作動規則を自動的にかつ動的に最適化するのに使用され
得ることができ、これにより安全性、ユーザ利便性およびＵＡＶの適合性が促される。
【００４０】
　例えば、ＵＡＶは、短距離飛行モードまたは長距離飛行モードで動作するように構成さ
れえる。各々の飛行モードは、ＵＡＶがユーザに比較的近い場合か遠方の場合かに対して
各々適切な作動規則に関連付けられえる。例えば、短距離飛行モードは、ユーザの制御の
度合いがより大きい影響を与える作動規則を供給し、長距離飛行モードは自律障害物回避
戦略など、自動制御メカニズムを利用する作動規則を供給するであろう。ＵＡＶとユーザ
との間の距離の検出に基づいて、ＵＡＶのオンボードプロセッサは、ＵＡＶ動作を制御す
るのに使用される適切な飛行モードを選択することができる。
【００４１】
　本明細書中に記載される複数のＵＡＶは、自律的に（例えば、オンボードコントローラ
などの適切なコンピューティングシステムによって）、半自律的にまたは手動で（例えば
、ヒューマンユーザによって）動作されえる。ＵＡＶは、適切なエンティティからコマン
ドを受信し得ることができ（例えば、ヒューマンユーザまたは自律制御システム）、１つ
または複数の動作を実行することによりそのようなコマンドに応答しえる。例えば、ＵＡ
Ｖは、地面を離陸し、空中を移動し（例えば、並進の３自由度まで、および、回転の３自
由度まで）、空中をホバリングし、地面に着陸するなどをするよう制御され得る。他の例
として、ＵＡＶは、特定の速度及び／または加速度（例えば、並進の３自由度までおよび
回転の３自由度まで）、または特定の移動経路に沿って移動するよう制御され得る。さら
に、コマンドは、本明細書中に記載される構成要素など（例えば、センサ、アクチュエー
タ、推進ユニット、積載物等）の、１つまたは複数のＵＡＶ構成要素を制御するのに使用
されえる。例えば、幾つかのコマンドは、位置、方向及び／または、カメラなどのＵＡＶ
積載物の操作の制御に使用されえる。
【００４２】
　ＵＡＶは、屋外、屋内、高空、低空、都市、田舎等などの様々なタイプの環境で動作し
得る。異なるタイプの環境は、様々な環境の特性及び条件のうち少なくとも１つに基づき
互いに区別されるであろう。例えば、屋外と屋内環境とは、以下により詳細に記載されて
いるように、環境が囲まれている度合い（例えば、壁部、天井、屋根および他の構造）に
基づいて区別されえる。他の例として、高空と低空環境とは、地面からの距離など、予め
定められた距離閾値に基づいて区別されえる。地面からおよそ１０ｍまたは５０ｍに等し
いかより小さい環境は低空環境とみなされえるし、地面からおよそ１０ｍまたは５０ｍと
等しいかより大きい環境は高空環境とみなされえる。同様に、短距離と長距離環境とは、
ＵＡＶを制御しているユーザ及び／またはＵＡＶ飛行の開始地点からの距離など、予め定
められた距離閾値に基づいて区別されえる。短距離環境は、ユーザ及び／または開始地点
からおよそ５０ｍに等しいかより小さくてよいし、長距離環境はユーザ及び／または開始
地点から５０ｍと等しいかより大きくてもよい。いくつかの実施形態において、環境タイ
プが、環境内の物体（例えば、自然なまたは人工建造物、障害物または他のエンティティ
）の量、タイプ、密度等に基づいて区別されえる。例えば、都市または郊外環境は人工建
造物および人間が高密度を有することで特徴付けられるであろうし、農村環境は自然構造
物が高密度で人間が少ないことで特徴付けられるであろう。異なる環境タイプ間を区別す
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るのに使用されえる他の特性は、天気状況（例えば、風速、可視性、降水）、地形（例え
ば、山、森、水上）、人間活動の量（例えば、高集合、低集合、人けなし）、航空活動の
量（例えば小禽、航空機、その他の飛行輸送体による）、安全ハザードへの近接度（例え
ば、パワーライン、建物、空港などの飛行制限区域）等を含む。
【００４３】
　さて図面に目を向けると、図１Ａは、実施形態による、屋外環境１００で作動するＵＡ
Ｖ１０２を示す。屋外環境１００は、都市、郊外若しくは田舎環境、または、少なくとも
部分的に建物内にないいかなる他の環境であってよい。ＵＡＶ１０２は地面１０４に比較
的近い（例えば低空）または地面１０４から比較的遠方（例えば高空）で動作されるであ
ろう。例えば、地面からおよそ１０ｍに等しいまたは未満で作動しているＵＡＶ１０２は
低空とみなされるであろうし、一方、地面からおよそ１０ｍに等しいかそれより高く作動
しているＵＡＶ１０２は高空とみなされるであろう。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、屋外環境１００は、１つまたは複数の障害物１０８ａ－
ｄを含む。障害物は、ＵＡＶ１０２の移動を遮るであろうあらゆる物体やエンティティを
含んでよい。幾つかの障害物は、建物、地上車両（例えば、自動車、自動二輪車、トラッ
ク）、人間、動物、植物（例えば、木、草むら）および他の人工または自然構造物など、
地面１０４に位置されるであろう（例えば、障害物１０８ａ、１０８ｄ）。幾つかの障害
物は、地面１０４、水、人工建造物、または、自然構造物に接触及び／または支持される
であろう。その代わり、幾つかの障害物は、航空機（例えば、飛行機、ヘリコプタ、熱気
球、他のＵＡＶ）または小禽を含み、完全に空中１０６に位置するであろう（例えば、障
害物１０８ｂ、１０８ｃ）。空中障害物は、地面１０４によっても、水によっても、いか
なる自然なまたは人工建造物によっても支持されないであろう。地面１０４に位置する障
害物は、実質的に空中１０６に伸びる部分を含んでよい（例えば、タワー、摩天楼、街灯
ポスト、電波塔、パワーライン、木その他などの高い構造）。
【００４５】
　図１Ｂは、実施形態による、屋内環境１５０で作動しているＵＡＶ１５２を示す。屋内
環境１５０は、床１５６、１つまたは複数の壁部１５８及び／または天井もしくは屋根１
６０を有する建物１５４の内部の中である。例示的な建物は、家、アパート、オフィス、
工場、倉庫その他などの住居、商用または工業の建物を含む。建物１５４の内部は、ＵＡ
Ｖ１５２が内部空間に制限されるように、床１５６、壁部１５８および天井１６０によっ
て完全に囲まれるであろう。逆に、床１５６、壁部１５８または天井１６０のうち少なく
とも１つがなくてもよく、これによりＵＡＶ１５２が内から外へまたはその逆に飛行する
ことが可能である。その代わりまたは組み合わせで、１つまたは複数の開口１６４が、床
１５６、壁部１５８または天井１６０に形成されてもよい（例えば、ドア、窓、天窓）。
【００４６】
　屋外環境１００と同様に、屋内環境１５０は１つまたは複数の障害物１６２ａ－ｄを含
んでよい。幾つかの障害物は、家具、電化製品、人間、動物、植物、および、他の人工ま
たは自然な物体など、床１５６の上に位置されるであろう（例えば、障害物１６２ａ）。
逆に、幾つかの障害物は、複数の小禽または他のＵＡＶなど、空中に位置するであろう（
例えば、障害物１６２ｂ）。屋内環境１５０の幾つかの障害物は他の構造や物体に支持さ
れてもよい。障害物は、照明器具、天井ファン、梁、または他の天井取り付け器具若しく
は構造など、天井１６０に取り付けられていてもよい（例えば、障害物１６２ｃ）。いく
つかの実施形態において、障害物は、照明器具、本棚、キャビネット、および他の壁部取
り付け器具または構造など、壁部１５８に取り付けられてもよい（例えば、障害物１６２
ｄ）。とりわけ、建物１５４の構成要素も障害物とみなされてもよく、床１５６、壁部１
５８、天井１６０を含む。
【００４７】
　本明細書中に記載される障害物は、実質的に静止していてもよく（例えば、建物、植物
、構造）、また、実質的に移動してもよい（例えば、人間、動物、輸送体、その他移動可
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能な物体）。幾つかの障害物は、静止と移動のコンポーネントの組み合わせを含んでよい
（例えば、風車）。移動障害物または障害物構成要素は、予め定められたまたは予測され
た経路またはパターンに従って移動してもよい。例えば、車の移動は比較的予測可能であ
ろう（例えば、道の形に従う）。その代わり、幾つかの移動障害物または障害物構成要素
は、ランダムさもしくは予測できない軌道に沿って移動してもよい。例えば、動物などの
生きものは、比較的予測できない態様で移動するであろう。異なるタイプの環境は、異な
る量およびタイプの障害物に関連付けられるであろう。例えば、高空環境は障害物がない
かほとんどないであろう。対して、屋内環境または低空環境ではより多くの障害物がある
であろう。低空、屋外環境の幾つかのタイプ（例えば広場および他の開空間）では、他の
タイプ（例えば、都市環境および他の密集領域、林）よりも障害物は少ないであろう。従
って、高密度の障害物の環境で作動しているＵＡＶは、衝突、ニアミスまたは他の安全性
事故の増大リスクにさらされるであろう。逆に、低密度の障害物の環境におけるＵＡＶ動
作は比較的安全であろう。移動障害物はＵＡＶでなされるいかなる動作とは独立してＵＡ
Ｖと衝突またはこれを遮るであろうように、移動障害物は静止障害物と比較して増大した
リスクをもたらすであろう。
【００４８】
　ＵＡＶはさまざまな環境において１つまたは複数の作動規則に従って動作されてもよい
。本明細書中に先に記載されたように、作動規則は、ＵＡＶ状態、機能及び／または振る
舞いなどのＵＡＶ動作のいかなる適切な態様を制御するのに使用されてもよい。いくつか
の実施形態において、１つまたは複数の作動規則は、ＵＡＶの状態の１つまたは複数の観
点に対する範囲、限界、値等を供給してよい（例えば、高度、緯度、経度、ロール、ピッ
チ、ヨー、並進速度、角速度、並進加速度、角加速度など）。他の例として、１つまたは
複数の作動規則は、ＵＡＶの１つまたは複数の機能を実施するための、アルゴリズム、ロ
ジック、処理などを供給してよい（例えば、衝突防止、故障検知、安全機構、ナビゲーシ
ョン、マッピング、データ収集、データ処理等）。例えば、作動規則は、以下に更なる詳
細が記載されるように、ＵＡＶに対する障害物回避戦略を定義してもよい。その代わりま
たは組み合わせとして、例示的な作動規則は、ＵＡＶの振る舞いの１つまたは複数の観点
を制御するためのアルゴリズム、ロジック、処理などを供給してもよい（例えば、ユーザ
命令への応答、検出された障害物への応答、エラーや機能不良への応答、自律的または半
自律的動作等）。
【００４９】
　１つまたは複数の作動規則のセットは、「制御モード」または「飛行モード」としても
知られる、ＵＡＶに対する制御スキームを定義するのに使用されてもよい。異なる飛行モ
ードは、ＵＡＶを制御するための作動規則の異なるセットを供給してもよい。例えば、「
低速度飛行モード」、「中速度飛行モード」および「高速度飛行モード」は、各々、低、
中または高速度範囲のＵＡＶ飛行を可能にする作動規則を含んでよい。他の例として、ユ
ーザがＵＡＶを制御する範囲を異なる飛行モード間で異ならせてもよい。例えば、「自由
飛行モード」または「手動飛行モード」は、自動介入を全くまたは少しだけにして、ユー
ザがＵＡＶを制御するのを可能にする作動規則を含んでよい。自由飛行モードにおいて、
ユーザから供給された入力コマンドは、１つまたは複数のＵＡＶ構成要素（例えば、推進
システム、アクチュエータ、センサ等）を直接制御するのに使用されてもよい。例として
、ユーザが、運動の６自由度までに対するＵＡＶの、位置、方向、速度及び加速度のうち
少なくとも１つを直接制御してもよい。逆に、「完全自律飛行モード」は、いかなるユー
ザ入力からも独立してＵＡＶを制御する作動規則を含んでよい。完全自律飛行モードは、
いかなるユーザ入力を用いることなく、運動の６自由度までに対する、ＵＡＶの位置、方
向、速度及び加速度のうち少なくとも１つを制御するための自動化管理システムを利用し
てもよい。例えば、自律帰還飛行モードは、ユーザからのいかなる制御入力なしに、特定
された位置（例えば、初期離陸位置）へ帰還するようＵＡＶを制御してもよい。自律帰還
モードは、ＵＡＶがそのＵＡＶの制御が失われた（例えば、ＵＡＶがリモートコントロー
ラの範囲の外にあるか、さもなければリモートコントローラとの通信を失った）と判断さ
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れた場合にトリガされてもよい。「半自律的飛行モード」は、ユーザ命令と自動的に生成
されたＵＡＶを制御する命令とのいかなる適切な組み合わせを利用する作動規則を含んで
よい。半自律的飛行モードにおいて、ＵＡＶ動作の幾つかの観点は自動である一方で、他
の観点がユーザ入力に依存してもよい。例えば、「ウェイポイント飛行モード」は、ＵＡ
Ｖが行き来する一連のターゲット位置またはウェイポイントをユーザが示すことを可能に
してもよい（例えば、リモートコントローラ、モバイルデバイス等を用いた入力）。ＵＡ
Ｖはウェイポイント間の飛行経路を自律的に決定して、それで飛行経路に従ってナビゲー
トしてもよい。
【００５０】
　飛行モードの作動規則は所望に応じて構成されてもよい。幾つかの飛行モードは、ある
作動条件（例えば、安全の観点、使用の容易さ、操縦性、航空写真や他のタイプのデータ
収集などの機能性）に対して最適化されてもよいし、それらに基づいて他の飛行モードか
ら区別されるようにしてもよい。いくつかの実施形態において、飛行モードは、特定の環
境タイプにおいてＵＡＶの最適なパフォーマンスを供給するように設計されてもよい。例
えば、「低空飛行モード」または「短距離飛行モード」は、低空及び／または短距離環境
での使用に最適化された作動規則のセットに関連付けられてもよい。逆に、「高空飛行モ
ード」または「長距離飛行モード」は、高空及び／または長距離環境のために構成されて
もよい。同様に、「屋内飛行モード」、「屋外飛行モード」、「都市飛行モード」、「田
舎飛行モード」は、対応する環境タイプに対してＵＡＶのパフォーマンスを促進するよう
に設計され得る。適切な作動規則は、例えば以前の飛行データの分析、機械学習、テスト
ユーザからのフィードバック等に基づくなど、いかなる適切な態様で決定されてもよい。
【００５１】
　本明細書中に記載されるＵＡＶは、同時に及び／または順次、複数の異なる飛行モード
に従って動作するよう構成されてもよい。１，２、３、４、５またはそれ以上の異なる飛
行モードなど、異なる飛行モードのいかなる適切な数または組み合わせが使用されえる。
例えば、単一の飛行中に、ＵＡＶは異なる作動規則が有する異なる飛行モードを利用して
もよい。いくつかの実施形態において、ＵＡＶは、複数の異なる飛行モードを同時に利用
することができる。二つの飛行モードが競合する状況において、優先付された飛行モード
の作動規則が低優先付けされた飛行モードの作動規則よりも先行するように、飛行モード
がそれぞれ予め定められた優先度に関連付けられてよい。ＵＡＶは、予め定められたシー
ケンスに従って、異なる飛行モード間を切り替えてよい。その代わり、使用されている単
数または複数の飛行モードがＵＡＶ動作中に動的に決定されてもよい。
【００５２】
　手動、半自律的または全自律的な方法を含む、さまざまなアプローチがＵＡＶを制御す
るために、適切な飛行モードを決定する。例えば、ユーザは、飛行モードを選択及び／ま
たは異なる飛行モードの間を変更するために、（例えば、リモートコントローラまたはモ
バイルデバイスにより）入力コマンドを供給してよい。その代わりまたは組み合わせて、
ＵＡＶやその構成要素の状態（例えば、空間的配置、離陸または着陸など操作の状態、電
力の残りのパーセント、機能不良）、ＵＡＶに近い他の物体の状態（例えば、障害物、構
造、他のＵＡＶの存在）、ＵＡＶで実行されている機能（例えば、データ収集、ナビゲー
ション）など、他の要因が飛行モードの決定に使用されえる。いくつかの実施形態におい
て、飛行モード決定は、少しのユーザ入力または全くなしで自動な態様で実行されること
ができ、これにより、最適な飛行モードの選択に関連付けられるユーザの責任を開放する
ことができる。これは、不慣れなユーザまたはユーザが適切な飛行モードを正確に判断す
ることが不可能な状況（例えば、ユーザがＵＡＶ及び／またはＵＡＶの周囲の環境を直接
見ることができない場合）において有利であろう。さらに、自動飛行モード選択は、いく
つかの例においては、誤ったユーザ入力を調整し、オーバーライドするのに使用されてよ
く、これによりＵＡＶ動作および安全性が改善される。例えば、特定の複数の飛行モード
は危険な状況（例えば、障害物に近付きすぎるＵＡＶの飛行をすること）を導きえるユー
ザ入力を制限してよい。
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【００５３】
　いくつかの例においては、ＵＡＶの現在の環境が飛行モードの選択に影響してもよい。
上で記載されたように、幾つかの飛行モードは特定の環境タイプにおいて他の複数の飛行
モードに比較してより最適であってもよい。例えば、自動衝突防止などのより切迫した安
全性の特徴を実施する飛行モードは、ユーザの視覚範囲の外及び／または比較的多数の障
害物を有する環境において適切であろう。逆に、ユーザにＵＡＶの比較的束縛されない制
御を供給する飛行モードは、ユーザの視覚範囲内の障害物のない環境での作動時に望まれ
るであろう。従って、適切な方法は、ＵＡＶ動作に対する適切な飛行モードを決定するた
めに、ＵＡＶを囲む環境の評価を実装してもよい。
【００５４】
　図２は、実施形態によるある環境においてＵＡＶを制御する飛行モードを選択する方法
２００を示す。方法２００は、本明細書中で提示されたすべての方法と同じく、本明細書
中に記載されたシステムおよびデバイスのいかなる実施形態を用いて実行することができ
る。例えば、方法２００の１つまたは複数のステップは、個々にまたは集合的に動作する
１つまたは複数のプロセッサによって実行されてよい。プロセッサの幾つかはＵＡＶによ
って運ばれてよい（例えば、オンボードプロセッサ）。その代わりまたは組み合わせとし
て、プロセッサの幾つかは、遠隔地からＵＡＶと通信してもよい（例えば、リモートコン
ピューティングシステムまたはデバイス）。いくつかの実施形態において、遠隔装置は別
デバイス（例えば、ＵＡＶまたはその部分、ディスプレイユニット、または他の外部装置
）の１つまたは複数の構成要素を制御する１つまたは複数のユーザ入力を受け取るリモー
トコントローラであってよく、更なる詳細本明細書中に記載される。方法２００は、いか
なるユーザ入力または手動の介入も必要としない全自動態様で実行されてもよい。その代
わり、方法２００のステップの少なくとも幾つかは、受信されたユーザ入力に基づいて実
行されてもよい。いくつかの実施形態において、方法２００の幾つかまたはすべてのステ
ップが、ＵＡＶの操作中にリアルタイムで実行され、これにより、ＵＡＶ飛行モードの状
況に基づくリアルタイム選択を供給する。
【００５５】
　ステップ２１０において、環境のセンサデータが１つまたは複数センサから受信される
。環境情報を集めるのに適したあらゆるセンサが使用されうる。それらは、位置センサ（
例えば、全地球測位システム（ＧＰＳ）センサ、位置の三角測量可能なモバイルデバイス
送信機）、ビジョンセンサ（例えば、カメラなどの、可視、赤外または紫外光を検出可能
なイメージングデバイス）、近接センサ（例えば、超音波センサ、ライダ、飛行時間カメ
ラ）、慣性センサ（例えば、加速センサ、ジャイロスコープ慣性測定ユニット（ＩＭＵｓ
））、高度センサ、圧力センサ（例えば、気圧計）、音声センサ（例えば、マイク）、ま
たはフィールドセンサ（例えば、磁力計、電磁気センサ）を含む。１、２、３、４、５ま
たはそれ以上のセンサなど、センサのあらゆる適切な数および組み合わせが使用されえる
。必要に応じて、データは異なるタイプの複数のセンサ（例えば、２，３、４、５または
それ以上のタイプ）から受信されてもよい。異なるタイプのセンサは異なるタイプの信号
または情報（例えば、位置、方向、速度、加速度、近接度、圧力等）を測定してよく、及
び／または、データを得るのに異なるタイプの測定技術を利用してよい。例えば、センサ
は、能動センサ（例えば、それ自身のソースからエネルギーを生成および測定するセンサ
）と受動センサ（例えば、利用できるエネルギーを検出するセンサ）のあらゆる適切な組
み合わせを含む。
【００５６】
　センサデータは様々なタイプの環境情報を供給してよい。例えば、センサデータは、屋
内環境、屋外環境、低空環境、高空環境等など、環境タイプを表すであろう。センサデー
タに基づいて環境タイプを判断するための例示的な方法は以下に供給される。センサデー
タは、天候（例えば、晴れ、雨、雪）、可視性状態、風速、時刻等を含む、現在の環境条
件に関する情報をも供給してよい。さらに、センサで収集された環境情報は、構造または
障害物など、環境内の物体に関する情報を含んでよい。
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【００５７】
　いくつかの実施形態において、少なくとも幾つかセンサは、ＵＡＶの状態に関するデー
タを供給するよう構成されてよい。センサにより供給される状態情報は、ＵＡＶの空間的
配置に関する情報を含んでよい（例えば、経度、緯度及び／または高度などの位置情報；
ロール、ピッチ及び／またはヨーなどの方向情報）。状態情報は、ＵＡＶの動きに関する
情報も含んでよい（例えば、並進速度、並進加速度、角速度、角加速度など）。センサは
、例えば６自由度までに対するＵＡＶの空間的配置及び／または動き（例えば、位置及び
／または並進の３自由度、方向及び／または回転の３自由度）を判断するように構成され
てよい。状態情報は、グローバル基準フレームに対して、または、別のエンティティの基
準フレームに対して供給されてもよい。例えば、センサはＵＡＶとユーザ及び／またはＵ
ＡＶの飛行開始地点との間の距離を判断するよう構成されてもよい。
【００５８】
　本明細書中に記載されたセンサはＵＡＶで運ばれてもよい。センサは、ＵＡＶの機体の
上、下、側面または中など、ＵＡＶのいかなる適切な部分に位置されてよい。幾つかのセ
ンサは、ＵＡＶの空間的配置及び／または動きがセンサの空間的配置及び／または動きに
対応するように、ＵＡＶと機械的に接続されてよい。センサは、それが取り付けられたＵ
ＡＶの部分に対して当該センサが移動しないように、強固な接続によってＵＡＶに接続さ
れてよい。その代わり、センサとＵＡＶとの間の接続は、ＵＡＶに対するセンサの移動を
可能にしてもよい。接続は、永久的な接続でもよいし、非永久的な接続でもよい（例えば
、取り外し可）。適切な接続方法は、接着、ボンディング、溶着及び／またはファスナー
（例えば、ネジ、クギ、ピン等）を含んでよい。必要に応じて、センサはＵＡＶの部分と
一体に形成されてもよい。さらに、本明細書中に記載された複数の実施形態などのように
、センサは、センサで収集されたデータがＵＡＶのさまざまな機能（例えば、ナビゲーシ
ョン、制御、推進、ユーザや他のデバイスとの通信等）に対して使用されることを可能に
すべく、ＵＡＶの部分（例えば、プロセッシングユニット、制御システム、データストレ
ージ）に電気的に接続されてよい。
【００５９】
　ステップ２２０において、環境の環境タイプは、センサデータに基づいて判断され、本
明細書中ではそれを、「環境認識」または「環境分析」とも呼ぶ。いくつかの実施形態に
おいて、１つまたは複数のセンサから得られたデータは、特定の環境タイプを示すさまざ
まな定量的な統計及び／または定性的な測定を判断するために、分析されてよい。使用さ
れるデータ処理および分析方法は、以下の例示的な実施形態に記載されるように、特定の
センサタイプに基づいて異なってもよい。
【００６０】
　図３は、実施形態による、ＧＰＳ信号強度に基づく環境タイプの判断を表すヒストグラ
ム３００を示す。ＧＰＳセンサで受信されたＧＰＳ信号の強度は、ＧＰＳセンサと通信す
るＧＰＳ衛星の数に依存するであろう。屋内環境において、ＧＰＳセンサとＧＰＳ衛星と
の間の視界の線が遮られるので、ＧＰＳ信号は比較的弱いであろう（例えば、少ないかま
ったく衛星が利用できない）。逆に、屋外環境において、ＧＰＳ信号は比較的強いであろ
う。さらに、ＧＰＳ信号はより低空に比較してより高空の方が強いであろう。従って、Ｇ
ＰＳ信号強度は、いくつかの例においては、ＵＡＶが屋内環境、屋外環境、低空環境、ま
たは、高空環境のいずれにあるか判断するのに使用されてよい。例えば、もしＧＰＳセン
サが４つ以下のＧＰＳ衛星と通信したら、これはＵＡＶが屋内環境にあることを示すとし
てよい。逆に、もしＧＰＳセンサが５つ以上のＧＰＳ衛星と通信したら、これはＵＡＶが
屋外環境において低空（例えば、地面から５０ｍ未満）にあることを示すとしてよい。も
しＧＰＳセンサが６つ以上のＧＰＳ衛星と通信したら、これはＵＡＶが屋外環境において
高空（例えば、地面から５０ｍより高い）にあることを示すとしてよい。
【００６１】
　図４は実施形態による、露出時間に基づく環境タイプの判断を表すグラフ４００を示す
。カメラなどのビジョンセンサは、周囲環境の明るさに基づいた画像データに対する最適
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な露出時間を自動的に判断してもよい。より明るい環境は短い露出時間に関連付けられて
よいし、対して、より暗い環境はより長露出時間に関連付けられてよい。環境の相対的な
明るさは、いくつかの例においては屋外と屋内環境との間を区別するのに使用されてよい
。例えば、昼間は、屋外環境の方が屋内環境よりも明るいであろう。逆に、夜間では、屋
内環境の方が屋外環境よりも明るいであろう。従って、露出時間はＵＡＶが屋内か屋外か
を判断するのに使用されてよい。グラフ４００において、ビジョンセンサに対して計測さ
れた露出時間は、時間点４１０で急激に減少しており、これは、ＵＡＶが屋内環境から昼
の屋外環境へ移動したことを示すであろう。昼間は、ビジョンセンサの露出時間は、ＵＡ
Ｖが屋外にある場合に、５ｍｓから１０ｍｓの範囲内であるとしてよい。露出時間は、屋
内環境に対しては一日の時間では実質的に異ならないであろう。例えば、露出時間はＵＡ
Ｖが屋内にある場合、２０ｍｓから３０ｍｓの範囲内であるとしてよい。
【００６２】
　センサデータの他のタイプが環境タイプを判断すうのに使用されてもよい。例えば、位
置センサ（例えば、ＧＰＳセンサ、高度計）及び圧力センサ（例えば、気圧計）のうち少
なくとも１つがＵＡＶの高度を判断するのに使用されてよく、これにより低度環境と高空
環境との間を区別してもよい。同様に、位置センサがＵＡＶと開始地点及びユーザとの間
の距離のうち少なくとも１つを測定するのにも使用されてよく、これにより、ＵＡＶが短
距離環境にあるか長距離環境にあるかを判断する。いくつかの例においては、ライダなど
の近接センサからの飛行時間データは、環境タイプ（例えば、屋内及び／または低空環境
は屋外及び／または高空環境よりも多くの構造を含むであろう）と相関するであろうＵＡ
Ｖ近傍の構造物の量を判断するのに使用されてよい。さらに、適切な画像認識技術が、異
なる環境間を区別ためにビジョンセンサから得られる画像データに適用されてよい。例え
ば、画像認識は特定の環境タイプを表す環境物体を識別するのに使用されてよい（例えば
、木々は田舎環境を示し、建物および人々は都市環境を示す）。
【００６３】
　環境認識の精度を向上させるために、さまざまなセンサタイプからの結果が比較され及
び／または結合されて最終感知結果を生成してもよい。各々のセンサからの結果はセンサ
データの質および信頼性に依存して、異なる重みづけが与えられてよい。さらに、特定の
時間間隔において得られたセンサデータが、改善された環境認識結果を生成するために比
較され（例えば、計算された統計に基づいて）及び／または結合（例えば、加重平均を用
いて）されてよい。例えば、画像データを用いて実行された環境認識の実施形態において
、データ分析は画像データのフレーム毎に一度実行されてもよく（「フレームに基づく環
境分析」）、最終結果を得るために、複数の連続する画像の各々から得られた結果が比較
及び／または結合されてもよい。このアプローチは、環境認識技術の精度およびノイズ耐
性を向上させるであろう。
【００６４】
　ステップ２３０において、飛行モードは環境タイプに基づいて選択される。飛行モード
は複数の異なる飛行モードから選択されてよく、その各々は、本明細書中で先に記載され
ているように、作動規則の異なるセットに関連付けられる。あらゆる適切な方法が、環境
タイプに対する適切な飛行モードを決定するのに使用されてよい。いくつかの例において
は、特定の飛行モードは特定の環境タイプに最適化されていてよく、それゆえ、対応する
環境タイプが認識された場合に優先的に選択されてよい。例えば、飛行モードの作動規則
は、特定の環境タイプに対して構成された障害物回避戦略を定義してよい。様々な環境タ
イプに対する例示的な障害物回避戦略は、更なる詳細が以下に記載される。
【００６５】
　その代わりまたはそれと組み合わせて、ユーザ嗜好（例えば、リモートコントローラま
たは他のデバイスから受信された入力コマンドに基づく）、操作の状態（例えば、離陸、
着陸）、環境内の他の物体の存在（例えば、障害物、構造、他の複数のＵＡＶ）、または
、ＵＡＶ若しくはその構成要素の状態（例えば、位置、方向、残りのバッテリ寿命）など
、他の要因が飛行モード選択において考慮されてよい。必要に応じて、もし環境タイプが
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判断できないならば（例えば、エラー、不適切または信頼できないセンサデータのために
）、飛行モード選択は環境タイプとは独立して実行されてよく、または、ＵＡＶはデフォ
ルトの飛行モード（例えば、手動飛行モード）に従って動作してもよい。
【００６６】
　ステップ２４０において、ＵＡＶは、選択された飛行モードに関連付けられた作動規則
のセットに適合しつつ環境内で動作させられる。作動規則は、ＵＡＶが手動で、半自律的
にまたは全自律的に制御されているときに適用されてよい。例えば、ＵＡＶは、ＵＡＶの
所望の運動（例えば、所望の並進、回転、速度及び／または加速度）を示す信号（例えば
、ユーザからの入力コマンド、自動化管理システムからの制御命令）を受信してよい。Ｕ
ＡＶの１つまたは複数のオンボードプロセッサ（または、本明細書中で供給されるいかな
る他の適切なシステムまたはデバイス）は、作動規則を満たしつつ受信した信号による指
示によってＵＡＶが移動できるか否かを判断してよい。もしそうであれば、プロセッサは
、ＵＡＶに移動を実行させるために、ＵＡＶ推進システムに送信する制御命令を生成する
。もしそうでなければ、プロセッサは信号を修正して、結果的な移動が作動規則を満たし
、かつ、対応する命令を推進システムに供給するようにする。さらに、本明細書中で先に
記載されたセンサのうち１または複数は、ＵＡＶの現在状態を測定し、作動規則に継続的
に従うことを確実にするために、ＵＡＶ制御システムにフィードバックが供給されるよう
に使用されてもよい。フィルタリング、センサフュージョン（例えば、カルマンフィルタ
を用いる）、時間平均等など、ＵＡＶ制御の安定性を向上させるべく、様々な技術が、セ
ンサ測定のノイズを減少させるのに適用されてよい。
【００６７】
　いくつかの実施形態において、作動規則はＵＡＶを制御するコマンドを生成するのに使
用されてよい。例えば、作動規則は、以下に更なる詳細が記載されるように、検出された
環境障害に応じて適切な回避行動をＵＡＶに実行させるなどによって、ＵＡＶの振る舞い
を制御することができる。他の例として、作動規則は１つまたは複数ＵＡＶ構成要素の機
能を制御してもよい。ＵＡＶの機体に１つまたは複数の光が設けられている（例えば、Ｕ
ＡＶの状況の視覚インジケータを供給するため）実施形態において、作動規則は、環境タ
イプに基づいて可視性と電力消費を最適化すべく光の適切な輝度を特定してもよい（例え
ば、屋外環境では可視性を向上させるべくより明るくし、屋内環境では電力消費を減少さ
せるべくより暗くする）。さらに他の例において、作動規則は、ＵＡＶがセンサデータを
どのように処理するかを制御する処理規則を含んでよい。例えば、実施形態において、現
飛行モードの作動規則は、様々なセンサタイプからのセンサデータをセンサフュージョン
結果の信頼性をどのように融合するかを示してよい。このアプローチは、環境タイプに従
って幾つかセンサタイプの信頼性が異なる状況において有利であろう（例えば、ＧＰＳデ
ータは屋外環境より屋内環境の方が正確性が低いし、磁力計は屋内環境など電場のある環
境によって影響を受ける、等）。ＵＡＶは、現在の環境タイプに対するセンサの信頼性の
予測に従って、異なるデータ処理規則を実装してもよい。
【００６８】
　上記ステップは実施形態によるＵＡＶを制御する方法２００を示すが、本明細書中に記
載された手法に基づいた多くの変更が当業者には認識されるであろう。ステップの幾つか
はサブステップを有してよい。いくつかの実施形態において、ステップ２３０において飛
行モードが環境タイプを考慮することなしにセンサデータに基づいて決定されるように、
ステップ２２０は随意的である。複数のステップの多くは、それが有益な頻度で繰り返さ
れてよい。例えば、ステップ２１０、２２０、２３０および２４０は、動的でかつ適応で
きる飛行モードの決定を供給すべく、ＵＡＶの操作中に、継続的にまたは予め定められた
時間間隔で繰り返されてよい。さらに、方法２００は飛行モード決定の観点から提示され
ているが、他の実施形態において、方法２００は環境タイプに基づいた１つまたは複数の
作動規則を、いかなる飛行モード選択からも独立して決定するのにも使用されてよい。例
えば、いくつかの実施形態において、ステップ２３０は、複数の異なるセットの作動規則
から、ある作動規則のセットを選択することが可能であるように変更されてもよい。飛行
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モードの決定に関する本明細書中のいかなる説明も、作動規則の決定にも適用されうるし
、その逆でもよい。
【００６９】
　いくつかの実施形態において、操作中にＵＡＶが異なる飛行モード間を切り替えること
は有利であろう。例えば、ユーザがＵＡＶに（例えば、リモートコントローラやモバイル
デバイスなどのユーザデバイスによって）飛行モード間を切り替えるよう指示してもよい
。その代わり、飛行モード切替は半自律的または完全自律的な態様で実現されてもよい。
自動飛行モード切替は、環境タイプ、ＵＡＶまたはその構成要素の状態、操作の状態、機
能不良及び／または障害物などの検出された安全性リスク、または適切なこれらの組み合
わせなどの環境情報に基づいて実行されてよい。例えば、もし収集されたセンサデータを
ＵＡＶが第１環境タイプから出て第２の、異なる環境タイプへ移動していることを示すな
ら、現飛行モードは第２環境タイプに対してより最適な異なるモードに切り替えられてよ
い。本明細書中に記載されている飛行モード切替方法の実施形態は、現在の作動条件及び
／またはユーザ嗜好に基づいて、ＵＡＶ作動規則が動的かつ順応的に決定されることが有
利に可能である。
【００７０】
　図５は、実施形態による、複数の異なる飛行モード間を切り替えるためのスキーム５０
０を示すブロック図である。飛行モードは、手動飛行モード５０２、屋内飛行モード５０
４、低空または短距離飛行モード５０６、および、高空または長距離飛行モード５０８を
含んでよい。ＵＡＶは、もし特定の基準が満足されているならば、それらの飛行モードの
いかなる２つの間を切り替えてもよい。例えば、ＵＡＶは、離陸中は初期的に手動モード
５０２であってよいし、もし離陸が成功してＵＡＶ状態が正常になったら、屋内モード５
０４に切り替えてよい。一旦は屋内モード５０４にあっても、もしセンサデータが、例え
ば、近接センサ深さマッピングデータ、イメージセンサ露出時間、ＧＰＳ信号強度等に基
づいて、ＵＡＶが開かれた、屋外環境にいることを示すなら、ＵＡＶは低空または短距離
モード５０６に切り替えてもよい。逆に、もしセンサデータが、例えば、ＧＰＳ信号強度
が低い、深さマッピングデータの信頼性が低い、壁部や他の構造を画像認識したなど、Ｕ
ＡＶが囲まれた、屋内環境にいることを示すなら、ＵＡＶは低空モードまたは短距離範囲
５０６における作動を屋内モード５０４に切り替えてよい。低空または短距離モード５０
６と高空または長距離モード５０８との間の遷移は、ＵＡＶ高度が特定の閾値を超えてい
るかどうか、開始地点及び／またはユーザからのＵＡＶ距離が特定の閾値を超えているか
どうか、を含む、さまざまな要因によってトリガされてよい。いくつかの実施形態におい
て、例えば、以下に供給される方法を用いて、もし機能不良が検出されたならば、ＵＡＶ
は自動的に現飛行モードから手動モード５０２に切り替えてもよい。
【００７１】
　本明細書中に記載される飛行モードは、ＵＡＶ動作の様々な態様を制御するのに使用さ
れてよい。いくつかの実施形態において、幾つかの飛行モードは、１つまたは複数の環境
障害との潜在的な衝突の検出など、特定の状況にどのようにＵＡＶが応答するかに影響を
与えるであろう。異なる飛行モードは、障害物回避戦略の異なるタイプを定義する作動規
則を供給してよい。障害物回避戦略は、ＵＡＶのユーザ制御との過度な干渉なしに衝突の
リスクを低減するために、特定の作動状況及び／または環境タイプに対して最適化されて
よい。
【００７２】
　図６は、実施形態による、１つまたは複数障害物との衝突を回避するための方法６００
を示す。方法６００の１つまたは複数のステップは、１つまたは複数プロセッサによって
など、本明細書中に供給されるいかなるシステムおよびデバイスのいかなる実施形態によ
って実行されてよい。
【００７３】
　ステップ６１０において、飛行モードは、複数の異なる飛行モードから選択される。飛
行モードの選択は、先に本明細書中に記載されているように、検出された環境タイプに基
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づいてよい。逆に、飛行モードは、環境タイプから独立して、例えば、ユーザ入力、ＵＡ
Ｖ状態、操作の状態、障害物タイプ等に基づいて、選択されてよい。各々の飛行モードが
異なる障害物回避戦略に関連付けられるように、各々の飛行モードは、所望の障害物回避
戦略を定める作動規則のセットを含んでよい。
【００７４】
　例えば、「手動障害物回避戦略」は、ＵＡＶのユーザ制御との干渉を最小化するように
設計されてよく、つまり、いかなる自動障害物回避機構も供給しなくてもよい。従って、
ユーザのみが衝突を防ぐための適切な入力コマンドを供給する責任を負うであろう。必要
に応じて、警告信号または情報が、検出された障害物をユーザにアラートするため、及び
／または、障害物をどのように回避するかに関する提案を供給するために、表示されてよ
く（例えば、リモートコントローラまたは他のユーザデバイスに供給されるユーザインタ
フェースによって）、更なる詳細は以下に記載される。この方法は、自由または手動飛行
モードなど、ユーザ制御を最大化するよう設計された飛行モードに利用されえるし、熟練
したユーザに対して、及び／または比較的安全で、障害物のない環境にあるＵＡＶを作動
しているユーザに対して適切であろう。
【００７５】
　他の例として、「非ユーザ入力衝突回避戦略」は、ユーザが現在、ＵＡＶを制御するい
かなるコマンドも入力していないとき（例えばユーザがＵＡＶリモートコントローラのジ
ョイスティックを放してしまっている）にのみ、自動反衝突機構を供給してもよい。もし
この状況で潜在的な衝突が検出されたら、ＵＡＶは自動的に、１つまたは複数回避行動を
実行し（例えば、適切な位置でのホバリング、さもなくば障害物から特定された距離を維
持、障害物から離れるよう移動）、ユーザにアラートしてよい。ＵＡＶ制御は、一旦、ユ
ーザが入力コマンドを供給したら（例えば、リモートコントローラジョイスティックへ力
が与えられた）、ユーザに戻されてよい。この方法は、屋内環境や、ＧＰＳの視界ライン
が（例えば、建物、木や他の構造によって）ブロックされるような混んでいる屋外環境な
ど、貧弱なＧＰＳ信号によってＵＡＶがドリフトしがちな条件に対して有利であろう。例
えば、屋内飛行モードは、本明細書中に記載されている非入力障害物回避戦略を実施する
作動規則のセットを含んでよい。
【００７６】
　更なる例において、「誤ユーザ入力衝突回避戦略」は、ユーザがＵＡＶに対して入力コ
マンドを現在供給しているときであっても、自動反衝突機構を供給してよい。誤ユーザ入
力戦略は、上に記載された非入力障害物回避戦略の少なくとも幾つかの特徴をも取り込ん
でよい。いくつかの実施形態において、もしユーザが衝突する結果をまねくようなコマン
ドを供給したときに（例えば、ユーザがＵＡＶを障害物に向かって飛ぶステアリングをし
たり、ユーザがＵＡＶを障害物から離れるような方向付けに失敗したり）、ＵＡＶは衝突
を防ぐべくユーザ命令をオーバーライドし、回避行動を自動的に実行してもよい（例えば
、適切な位置でのホバリング、障害物から特定された距離の維持、障害物から離れるよう
移動、障害物をまわって飛行）。さらに、適切な警告情報が、検出された障害物をユーザ
にアラートし、障害物を回避する命令を供給するために、供給されてよい。ユーザが誤入
力を正すまで、ＵＡＶは制御を引き受けてよい。例えば、もしユーザがＵＡＶが障害物に
向かって飛ぶよう指示し続けているなら、制御は戻されないようにする。いくつかの例に
おいては、ユーザが特定された期間の間、誤入力を供給し続けているとき、ＵＡＶは、ユ
ーザがもはや適切な制御していないと仮定し、半自律的または完全自律飛行モードに切り
替えてよい（例えば、自動帰還モード）。逆に、一旦、ＵＡＶが障害物から離れて飛ぶよ
うにユーザが再方向付けしたら、制御が戻されてよい。いくつかの実施形態において、も
し適切なセンサデータ（例えばＧＰＳデータ）が利用できるなら、ＵＡＶに対して１つま
たは複数の障害物の現在の空間的配置を示すグローバルナビゲーションマッピングが、ユ
ーザへ表示されてもよい。ナビゲーションマッピングは、ユーザが障害物を探して回避す
ることが可能な視覚的なガイダンスを供給すべく、リアルタイムにアップデートされてよ
い。誤ユーザ入力衝突回避戦略は、ユーザの未経験または不注意での誤ったユーザ入力に
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より事故が起きないようにするために有益であろう。いくつかの実施形態において、この
方法は、低空及び／または短距離飛行モードに実装されてよい。
【００７７】
　「誤入力ロック障害物回避戦略」は、上に記載された誤ユーザ入力戦略と同様であって
、ユーザが衝突を生じうる入力をすることのないようにする付加的な特徴を有してよい。
ジョイスティックに基づく制御スキームが使用される実施形態において、ユーザは、ジョ
イスティックの対応する方向の移動がロックされることで、ＵＡＶを障害物に向かって飛
ばすようなコマンドの入力が物理的に妨げられてもよい。この方法は、ＵＡＶがユーザの
視覚範囲の外あるなど、ユーザがＵＡＶの状態及び／または取り囲む障害物を直接評価す
ることが不可能な状況において有利であろう。そのような状況は、ＵＡＶが高空環境また
は長距離環境で作動するときにより生じる可能性があるであろう。従って、この方法は、
高空及び／または長距離飛行モードに実装されてよい。
【００７８】
　「トンネル障害物回避戦略」は、構造的に複雑な環境にＵＡＶをナビゲートするユーザ
をアシストするのに使用されてよい。そのような環境の例は、林、洞窟、都市エリア、そ
の他、ナビゲートのためにＵＡＶが複数の障害物に非常に近接して飛ぶ必要があるであろ
うエリアを含む。トンネル戦略が実装されている場合、ユーザは所望の移動経路を入力す
る必要があるだけでよく、ＵＡＶはその方向に沿った移動をしつつ、対面するいかなる障
害物をも回避すべく飛行軌道を自動的に修正するであろう。例えば、もしユーザが障害物
群に向かって飛ぶようＵＡＶを方向付けしたとすると、ＵＡＶは、障害物の周りにＵＡＶ
をルート付けする経路を自動的に決定してもよい。このアプローチは、ユーザが比較的簡
単な入力コマンドで複雑な環境内にＵＡＶをナビゲートすることを可能にすることができ
、これにより、使用の容易性が改善されるとともに、ユーザが、ＵＡＶ動作の他の観点に
彼らの注意を向けることができるようになる（例えば、航空写真のカメラの制御）。従っ
て、このアプローチは、多くの障害物を有する環境に対して構成された飛行モードに実装
されてよい。
【００７９】
　「監視障害物回避戦略」は、移動障害物に対するＵＡＶ反応を最適化するよう実装され
てよい。ＵＡＶが障害物を検出した場合に、適切な位置にホバリングし、及び／または、
特定の期間にわたって障害物からの距離を一定に維持してよい。ＵＡＶは、そこで、移動
情報などの障害物情報を収集する１つまたは複数のセンサを使用してよい。障害物の移動
パターンを判断するために、そこで、反復学習技術がセンサデータを分析するよう適用さ
れてよく、これにより障害物がどのようにふるまうかの予測を生成する。一度、反復学習
が完了すると、ＵＡＶは、観察及び／または予測した障害物の振る舞いに基づいて、障害
物を回避する移動軌道を自動的に設計する。この戦略は、都市環境など、多くの移動障害
物を有する環境に対して構成される飛行モードによって実装されてよい。
【００８０】
　「完全自律障害物回避戦略」は、ＵＡＶがユーザ入力とは独立して動作しているときで
さえ衝突防止を可能にするため、半自律的または完全自律飛行モードと併せて使用されて
よい。自律飛行中に、ＵＡＶは周囲環境のマップを生成し、環境障害を検出すべくそのマ
ップを用いることができる。障害物の特性に基づいて（例えば空間的配置、サイズ、タイ
プ、移動度）、ＵＡＶは、障害物を回避する自律飛行軌道に従って、自動的に移動経路を
生成する。この戦略は、ウェイポイント飛行モードまたは自律帰還飛行モードなど、完全
自律または半自律的飛行モードによって実装されてよい。
【００８１】
　ステップ６２０において、ＵＡＶに対する所望の移動経路を示す信号が受信される。信
号は、ユーザ入力に基づいて生成されてよい（例えば、リモートコントローラから受信さ
れる）。その代わり、信号は、自動化管理システムによって供給された命令に基づいて自
律的に生成されてよい。いくつかの例においては、信号は、半自律的に生成されてよい（
例えば、ユーザがＵＡＶに対する一連のウェイポイントを示し、ＵＡＶがウェイポイント
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を行き来する経路を自動的に計算する）。所望の移動経路は、ＵＡＶに対する所望の位置
及び／または方向を示してよい（例えば、６自由度までに関して）。いくつかの実施形態
において、信号は所望の移動経路に沿って移動させるようなＵＡＶ速度及び／または加速
度に対する命令を供給する。必要に応じて、信号はＵＡＶが現在位置及び／または方向を
維持するよう指示してもよい（例えば、適切な位置でのホバリング）。
【００８２】
　ステップ６３０において、１つまたは複数のセンサを用いて、所望の移動経路に沿って
１つまたは複数の障害物が検出される。本明細書中に記載されたセンサのいかなる組み合
わせも、障害物検出のために使用されるデータを得るのに使用されてよい（例えば、ビジ
ョンセンサ、ライダ、超音波等）。いくつかの実施形態において、センサデータは、ノイ
ズを除いて信号ノイズ比を向上させるために、第１に前処理されてよい。例えば、ひずみ
補正、水平強調、ガウシアンフィルタリング、コントラスト強調等などの技術が画像デー
タに適用されてよい。他の例として、ライダ地点クラウドデータが、メジアンフィルタリ
ングを用いて前処理されてよい。さまざまなセンサが使用される実施形態において、各々
のセンサからのデータは、センサフュージョン技術を用いて結合されてよい。結合された
データは、ＵＡＶを囲む環境の２次元または３次元再構成を生成するのに使用されてよい
（例えば、地点クラウド、占有グリッド、視差マップ）。再構成は、特徴抽出またはパタ
ーン認識技術などによって、ＵＡＶの移動経路またはその近くに位置する障害物を識別す
る、または、さもなければ衝突リスクをとるよう分析されてよい。必要に応じて、適切な
機械学習アルゴリズムが、障害物検出を実行するのに実装されてよい。障害物検出結果は
、位置、方向、サイズ、近接度及び／または各々の障害物のタイプに関する情報を、その
結果に対する対応する信頼性の情報とともに供給してもよい。
【００８３】
　いくつかの実施形態において、ステップ６３０で得されたセンサデータを用いて飛行モ
ードが決定されえるように、ステップ６１０がステップ６３０とともに実行されてもよい
。例えば、センサデータは、本明細書中に先に記載されたように、環境タイプを判断する
ためにも処理され、環境タイプに従って飛行モードが選択されてよい。
【００８４】
　ステップ６４０において、所望の移動経路は、選択された飛行モードに関連付けられた
障害物回避戦略に基づいて変更される。本明細書中に提示された飛行モードおよび障害物
回避戦略のいかなる実施形態も使用されえる。例えば、特定の飛行モードおよび障害物戦
略に依存して、ＵＡＶは、検出された障害物に対し、適切な位置でのホバリング、障害物
の周りを飛行する、障害物から離れよう飛行する、障害物から特定された距離を維持する
、ユーザに障害物をアラート、障害物との衝突を生じさせるコマンドをユーザに入力させ
ないようにする、または、適切なこれらの組み合わせで、応答してよい。
【００８５】
　本明細書中に記載される飛行モードに基づくアプローチは、適合性および使用の容易性
を向上させるために、ＵＡＶ動作の様々な態様において利用されてよい。幾つかの飛行モ
ードは、データ収集（例えば、航空写真、監視、マッピング）またはナビゲーション（例
えば、自動または半自動飛行、ウェイポイントに基づくナビゲーション、自動帰還）など
の、特定のＵＡＶに基づく適用例に対して最適化されてよい。いくつかの実施形態におい
て、１つまたは複数の飛行モードは、ＵＡＶ動作に対する能動及び／または受動安全機構
の一部として実装されてよい。能動安全機構は、安全性事故（例えば、障害物との衝突ま
たはニアミス、ＵＡＶ構成要素の機能不全等）を予測、検出及び／または防ぐメカニズム
を指してよく、受動安全機構は、生じてしまった安全性事故へ応答するメカニズムを指し
てよい（例えば、エアバッグ、パラシュート）。能動安全機構の使用は、ＵＡＶ状態を正
確に監視することができなかったし（例えば、ＵＡＶがユーザの視覚範囲の外にあるとき
、）、不注意（例えば、ユーザの気が散っているか、さもなければ安全性リスクの通知に
失敗）、誤ったユーザ命令（例えば、ユーザが障害物に向かってＵＡＶを飛ばすよう指示
する）等によってなど、ユーザが目前の安全性リスクに適切に応答するのに失敗したよう
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な状況での事故の発生を減少することができる。いくつかの実施形態において、検出され
た安全性リスク（例えば、潜在的な衝突、システム機能不良）に対するＵＡＶ反応は、現
飛行モードの作動規則に基づいて異なってよい。
【００８６】
　図７は、実施形態よる、ＵＡＶに対する安全システム７００を示す。いくつかの実施形
態において受動安全機構も使用されてよいにも関わらず、システム７００は、能動安全機
構７１０のセットを含んでよい。能動安全機構７１０は、障害物回避機構７３０に加えて
故障検知および分離機構７２０を含んでよい。障害物回避機構７３０は、手動飛行モード
７４０および自律飛行モード７５０など、１つまたは複数の飛行モードに基づいていてよ
い。安全システム７００は、ＵＡＶ動作の安全性を向上させるため、本明細書中に記載さ
れたいかなる実施形態の組み合わせが使用されてよい。
【００８７】
　故障検知および分離機構７２０は、ＵＡＶの１つまたは複数のコンポーネント（例えば
、センサ、アクチュエータ、コントローラ、送信機、レシーバ）の機能不全を検出し、機
能不良のタイプとソースを特定することで診断を実行するように構成されてよい。いくつ
かの実施形態において、メカニズム７２０は、例えば、ハードウェア及び／またはソフト
ウェアの異常性によって、１つまたは複数のＵＡＶセンサが誤ったデータを生成していた
り、データを生成できなくなったりしている場合の検出に使用されてよい。メカニズム７
２０は、いかなる適切な故障検知および分離技術を実装してもよい。例えば、メカニズム
７２０は、実際のＵＡＶ状態データと予測されたＵＡＶ状態データとの間の不一致に基づ
いて故障を検出するモデリングを用いてもよい。
【００８８】
　図８は、多くの実施形態による、故障検知および分離を実行するためのスキーム８００
を示すブロック図である。スキーム８００は、故障検知および分離機構７２０に関連付け
られた１つまたは複数のプロセッサによってなど、本明細書中に記載されたシステムおよ
びデバイスのいかなる実施形態によって実装されてもよい。スキーム８００において、１
つまたは複数のＵＡＶセンサから受信されたセンサデータ８１０は、ＵＡＶシステム状態
８２０の予測を生成するのに使用されてよい。状態予測８２０はＵＡＶに対する飛行制御
命令８３０に依存してもよく、振り返って、受信したセンサデータ８１０に基づいて生成
されてもよい。状態予測８２０はそれから、故障検知および分離８４０を実行するため、
ＵＡＶの実際の状態と比較されてよい。ＵＡＶの予測と実際の状態との間の実質的な偏差
は、故障の存在を示すであろう。故障検知および分離処理により生成された故障情報８５
０は、適切なＵＡＶ反応を決定するために出力及び／または使用されてよい。
【００８９】
　いくつかの実施形態において、予測状態データは、状態空間モデルなど、ＵＡＶのシス
テムモデルを用いて生成されてよい。例えば、現在の時間間隔kにおけるＵＡＶ状態Xk（
例えば、位置、方向、速度、加速度、バッテリレベル等）は、センサデータ８１０および
現在の飛行制御命令８３０用いて判断されてよい。予測されるＵＡＶ状態に対する状態空
間モデルは以下の通りである。
【数１】

　ここで、X(k|k)は時間kにおける状態ベクトルであり（ｎ×１の次元を持つ）、X(k+1|k
)はX(k|k)に基づいて予測された時間k+1における状態ベクトルであり（ｎ×１の次元を持
つ）、Aはシステム行列であり（ｎ×ｎの次元を持つ）、Bは入力行列であり（ｎ×ｍの次
元を持つ）、Ukは入力ベクトルであり（ｍ×１の次元を持つ）、αkはシステムノイズで
ある（ｎ×１の次元を持つ）。いくつかの実施形態において、入力ベクトルUkは、ＵＡＶ
を制御するために生成された飛行制御命令８３０に対応するであろう。飛行制御命令８３
０は、ユーザ入力、センサデータ８１０に基づく飛行制御アルゴリズムにより自動的に生
成され、またこれらの組み合わせ適切な組み合わせ基づいて決定されてよい。 
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【００９０】
　それから、状態予測８２０は、故障検知および分離８４０を実行するのに使用されてよ
い。いくつかの実施形態において、時間k+1におけるＵＡＶ状態Xk+1は、センサデータ８
１０から得られてよい。予測された状態X(k+1|k)と実際の状態Xk+1との間の残差の共分散
行列Ek+1は、以下の関係を用いて計算されてよい。
【数２】

【００９１】
　共分散行列は対角要素Ei,iのいずれかが特異値を持つか否かを判断するようにチェック
されてよい（Ei,i＞閾値）。もし特異値が検出されなければ、現在のＵＡＶ状態が正常で
あることを示す。共分散行列のｊ行目に検出された特異値は、状態ベクトルXk+1のｊ番目
の値に故障があることを示す。他の実施形態において、状態予測８２０とシステムの異常
状態を表す実際のＵＡＶ状態との間の不一致を検出するために他のアプローチが使用され
てよい。例えば、マハラノビス距離、ユークリッド距離、絶対値等など、様々な統計が、
特異値を判断するのに計算されて使用されてよい。もし故障が検出されたら、異常状態は
分離されてよく、かつ、予測された状態がシステムモデルをアップデートするための現在
状態として使用されてよい。検出された故障情報８５０は適切なＵＡＶ応答を決定するの
に使用されてよい。 
【００９２】
　再び図７を参照して、システム７００の障害物回避機構７３０は、ＵＡＶと環境内の１
つまたは複数の障害物との間の潜在的な衝突を検出し、続いて、衝突しないような適切な
ＵＡＶ応答を生成するよう、構成されてよい。いくつかの実施形態において、障害物回避
方法は、異なる飛行モードが回避衝突のための異なる戦略に関連付けられるように、現在
のＵＡＶ飛行モードの作動規則によって特定されてよい。本明細書中に記載された飛行モ
ードのいずれもが、障害物回避機構７３０とともに使用されてよい。例えば、障害物回避
機構７３０は、手動飛行モード７４０および自律飛行モード７５０を実装してよい。手動
飛行モード７４０は、ＵＡＶを制御するためにユーザ命令を受け取るように構成されてよ
く、自動化された介在メカニズムを比較的少しまたは全く実装しなくてよい。例えば、手
動飛行モード７４０は、手動障害物回避戦略、非ユーザ入力衝突回避戦略、誤ユーザ入力
衝突回避戦略、または、誤入力ロック障害物回避戦略を実装してよい。逆に、自律飛行モ
ード７５０は、自律帰還飛行モードまたはウェイポイント飛行モードなど、半自律的にま
たは完全に自律的に動作するよう構成されてよい。いくつかの例においては、自律飛行モ
ード７５０は、検出された障害物に応じて自動化されたＵＡＶの再ルートを供給する完全
自律障害物回避戦略を実装してよい。
【００９３】
　いくつかの例においては、例えば、手動飛行モード７４０から自律飛行モード７５０ま
たはその逆のように、障害物回避機構７３０の飛行モード間を切り替えることが有益であ
ろう。飛行モード切替は、本明細書中に先に記載されたように、環境タイプなどの検出さ
れた環境情報に基づいて実行されてよい。その代わりまたはそれとの組み合わせで、ユー
ザが飛行モード間を手動で切り替えてもよい（例えば、適切なコマンドをリモートコント
ローラまたはユーザデバイスへ入力することによって）。例えば、ユーザは、手動飛行モ
ード７４０から自律飛行モード７５０へまたはその逆に切り替える優先順位を示してもよ
い。さらに、飛行モード切替は、１つまたは複数の基準を満足しているという判断に引き
続いて実行されてよい。例えば、もしＵＡＶが手動飛行モード７４０にあってかつ誤った
ユーザ入力によって自動障害物回避戦略が現在実行されている（例えば、適切な位置でホ
バリング）、もしユーザが特定された期間内（例えば、およそ３秒より長い）にＵＡＶ飛
行経路を正す適切な入力の供給に失敗しているとき、ＵＡＶはユーザがもはやＵＡＶを適
切な制御をできないと仮定してよく、かつ、衝突を回避すべく自律飛行モード７５０に自
動的に切り替えてよい。ユーザが適切な入力を供給するか、さもなければ、適切な制御を
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取り戻したことが一旦示されたら、ＵＡＶは手動飛行モード７４０に自動的に切り替え戻
してよい。
【００９４】
　本明細書中に記載された安全機構は、ＵＡＶ動作中に検出されたいかなる安全性リスク
もユーザにアラートするため、適切なユーザインタフェースを実装してよい。いくつかの
実施形態において、警告情報または検出された安全性リスク（例えば、故障検知および分
離機構７２０により検出された故障、障害物回避機構７３０によって検出された障害物）
を示すフィードバックがＵＡＶのユーザまたはオペレータに供給されてよい。警告情報は
、視覚インジケータ（例えば、絵柄インジケータ、警告文字）、音声アラーム（例えば、
ブザー、サイレン、口頭の命令）、触覚フィードバック（例えば、振動）、または、適切
なこれらの組み合わせとして供給されてよい。さらに、警告情報はいくつかの例において
は、安全性リスクにどのように適切に応答するかを示すユーザへの命令を供給してよい。
例えば、ＵＡＶの近くの障害物が検出されたとき、命令は、ＵＡＶを障害物から離れるよ
うまたは周るようステアリングするようユーザがコマンドを入力するように指示してもよ
い。他の例として、１つまたは複数のＵＡＶ構成要素の故障または機能不良を検出したと
きに、命令は、ユーザにＵＡＶを着陸させるよう指示してよく、それによりメンテナンス
が実行できる。警告情報は、リモートコントローラ、スマートフォン、タブレット、ラッ
プトップ、パーソナルコンピュータ、または他のモバイルデバイスなど、適切なユーザデ
バイスによってユーザに提示されてよい。
【００９５】
　図９は、多くの実施形態よる、ＵＡＶのリモートコントローラ９００を示す。リモート
コントローラ９００は、１つまたは複数のジョイスティック９０４、１つまたは複数のノ
ブ９０６及び１つまたは複数のスライド切り替え９０８など、コントローラ本体９０２に
取り付けられた１つまたは複数の入力メカニズムを含んでよい。ジョイスティック９０４
は、ＵＡＶの位置、方向及びは動きのうち少なくとも１つを制御するコマンドを入力する
のに使用されてよい。いくつかの実施形態において、ノブ９０６及び／またはスライド切
り替え９０８は、本明細書中に記載された飛行モードのうち１または複数など、ＵＡＶを
作動するための所望の飛行モードを選択するために、ユーザによって操作されてもよい。
例えば、複数の異なる利用できる飛行モードの一つを選択するために、ユーザがノブ９０
６を複数の異なる位置に回転できてよい。他の例として、スライド切り替え９０８の位置
が、ユーザが選択した飛行モードを示すのに使用されもよい。
【００９６】
　さらに、リモートコントローラ９００は、本明細書中に記載された警告情報など、ユー
ザと情報をやり取りするために、コントローラ本体９０２に取り付けられた１つまたは複
数の出力メカニズムを含んでよい。例えば、コントローラ９００は、ユーザへの警報音の
出力のために構成された１つまたは複数のスピーカ９１０を含んでよい。異なる警告音声
が異なるタイプの安全問題をユーザにアラートすべく鳴らされてよい。いくつかの実施形
態において、スピーカ９１０は、ユーザに対する口頭のアラートまたは命令を再生してよ
い。その代わりまたはその組み合わせとして、コントローラ９００は１つまたは複数のイ
ンジケータ光９１２（例えば、ＬＥＤ）を含んでよく、それは、警告情報の様々なタイプ
を示すために様々な色とパターン（例えば、点滅、フラッシュ、一定）に従って光ってよ
い。一例において、緑光が正常状態を示すのに使用され、黄光が潜在的な安全性リスクを
示すのに使用され、一方、赤光がユーザの緊急な動作を必要とする緊急安全性リスクを示
すのに使用されてよい。その代わりまたはそれと組み合わせて、少なくとも幾つかのイン
ジケータ光９１２は、リモートコントローラ９００に関する情報をディスプレイするのに
も使用されてもよい（例えば、コントローラ９００に対する残りのバッテリレベル）。
【００９７】
　図１０は、実施形態による、ＵＡＶ動作に関する情報をディスプレイするよう構成され
たモバイルデバイス１０００を示す。モバイルデバイス１０００は、スマートフォンとし
て本明細書中に描写されており、ＵＡＶ関連情報をディスプレイするディスプレイ１００
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２（例えば、スクリーン、タッチスクリーン）を含んでよい。例えば、モバイルデバイス
１０００は、ＵＡＶを作動させるためのグラフィカルユーザインターフェースを供給する
モバイルアプリケーション（「ａｐｐ」）を実行してよい。ディスプレイ１００２は、現
在状態（例えば、位置、方向、速度、加速度、ユーザからの距離、現飛行モード、残りの
バッテリ寿命など）、１つまたは複数センサで収集されたデータ（例えば、カメラから送
られる画像または動画）、環境に関する情報（例えば、環境条件、マッピングデータ）等
、ＵＡＶの操作に関する様々なタイプの情報を表すのに使用されてよい。いくつかの実施
形態において、ディスプレイ１００２は警告情報をユーザに示すのに使用されてよい。例
えば、ディスプレイ１００２は、ＵＡＶ状態が現在正常であるか否か、または、故障また
は機能不良が検出されているか否かを示す、１つまたは複数の状態アイコン１００４をデ
ィスプレイしてよい。ディスプレイ１００２は、すぐ近くの障害物など、検出された安全
性リスクをユーザにアラートする１つまたは複数の警告アイコン１００６もディスプレイ
してよい。
【００９８】
　必要に応じて、ディスプレイ１００２は、障害物マップ１００８など、ＵＡＶに対する
１つまたは複数の障害物の空間的配置の図表表示を含んでよい。障害物マップ１００８は
、ＵＡＶの位置及び／または方向を表すインジケータ１０１０と、同様に、ＵＡＶに対す
る１つまたは複数の障害物のサイズ、位置及び／または方向を表す１つまたは複数のイン
ジケータ１０１２を含んでよい。例えば、障害物マップ１００８は、ＵＡＶの直径１０ｍ
以内で検出された全ての障害物を示してよい。さらに、ディスプレイ１００２は、検出さ
れた安全性リスクのタイプついてユーザに知らせ及び／またはリスクを低減する動作をユ
ーザにガイドする命令を供給する文字アラート１０１４を表示するのに使用されてよい。
さらに、モバイルデバイス１０００は、警報音の出力（例えば、リモートコントローラ９
００に関して上に記載された実施形態と同様）に適合された１つまたは複数のスピーカ（
不図示）を含んでよい。
【００９９】
　本明細書中に記載されたシステム、デバイスおよび方法は、多種多様な可動物体に適用
され得る。先に述べたように、本明細書中での航空機に関するいかなる説明も、いかなる
可動物体に適用されうるし、使用されえる。本願発明の可動物体は、空中（例えば、固定
翼航空機、回転翼航空機または固定翼も回転翼も有しない航空機）、水中（例えば、船ま
たは潜水艦）、地上（例えば、自家用車、トラック、バス、バン、自動二輪車などの自動
車；ステッキ、釣竿などの可動構造またはフレーム；または列車）、地下（例えば、地下
鉄）、宇宙空間（例えば、宇宙船、衛星または探査機）、または、これらの環境のいかな
る組み合わせなど、いかなる適切な環境内で移動するよう構成されてよい。可動物体は、
本明細書中の他の箇所で記載された輸送体など、の輸送体であってよい。いくつかの実施
形態において、可動物体は、人間または動物など生き物に取り付けられてもよい。適切な
動物には、avines、犬、猫、馬、 牛、羊、豚、イルカ、齧歯類または昆虫を含む。
【０１００】
　可動物体は６自由度（例えば、並進の３自由度および回転の３自由度）に関して環境内
を自由に移動できる可能性を有してよい。その代わり、可動物体の移動は、予め定められ
た経路、トラックまたは方向によってなど、１つまたは複数の自由度に対して制限されて
もよい。移動は、エンジンまたはモータなど、いかなる適切な駆動機構によって駆動され
てよい。可動物体の駆動機構は、電気エネルギー、磁気エネルギー、太陽エネルギー、風
力エネルギー、重力エネルギー、化学エネルギー、核エネルギーまたはこれらのいかなる
適切な組み合わせなど、いかなる適切なエネルギー源によって動かされてよい。可動物体
は、本明細書中の他の箇所で記載されているように、推進システムによって自己推進して
よい。推進システムは、必要に応じて、電気エネルギー、磁気エネルギー、太陽エネルギ
ー、風力エネルギー、重力エネルギー、化学エネルギー、核エネルギーまたはそれらのい
かなる適切な組み合わせなどのエネルギー源で実行してもよい。その代わりに、可動物体
は生き物に運ばれてもよい。
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【０１０１】
　いくつかの例においては、可動物体は輸送体であってよい。適切な輸送体には、水上輸
送体、航空機、宇宙船、または地上輸送体を含んでよい。例えば、航空機は、固定翼航空
機（例えば、飛行機、グライダー）、回転翼航空機（例えば、ヘリコプタ、ロータクラフ
ト）、固定翼と回転翼の両方を有する航空機、またはいずれをも有さない航空機（例えば
、飛行船、熱気球）であってよい。輸送体は、空中で、水上または水中、宇宙空間内、地
上または地下の自己推進など、自己推進するものであってよい。自己推進する輸送体は、
１つまたは複数のエンジン、モータ、車輪、車軸、磁石、ローター、プロペラ、翼、ノズ
ル、またはそれらのいかなる適切な組み合わせを含んだ推進システムなどの推進システム
を利用してよい。いくつかの例においては、推進システムは、可動物体が面から離陸、面
に着陸、その現在位置及び／または方向を維持（例えば、ホバリング）、方向を変更、及
び／または、位置を変更することが可能になるように使用されてよい。
【０１０２】
　可動物体は、ユーザにより遠隔的に制御されてもよく、可動物体の内部または上の乗員
により局所的に制御されてもよい。いくつかの実施形態において、可動物体は、ＵＡＶな
ど、無人可動物体である。ＵＡＶなどの無人可動物体は、可動物体に搭乗する乗員を有し
なくてよい。可動物体は、人間または自律制御システム（例えば、コンピュータ制御シス
テム）、またはそれらのいかなる適切な組み合わせによって制御されてよい。可動物体は
、人工知能を有するよう構成されたロボットなど、自律的または半自律的なロボットであ
ってよい。
【０１０３】
　可動物体はいかなる適切なサイズ及び／または寸法を有してよい。いくつかの実施形態
において、可動物体は、輸送体の内部または上に搭乗員を乗せるためのサイズ及び／また
は寸法であってよい。その代わりに、可動物体は、輸送体の内部または上に搭乗員を有す
ることが可能なサイズ及び／または寸法よりも小さくてもよい。可動物体は、人間によっ
て持ち上げられまたは運ばれるのに適したサイズ及び／または寸法であってよい。その代
わり、可動物体は、人間によって持ち上げられまたは運ばれるのに適したサイズ及び／ま
たは寸法より大きくてもよい。いくつかの例においては、可動物体は、最大寸法（例えば
、長さ、幅、高さ、半径、対角線）が、約、2 cm, 5 cm, 10 cm, 50 cm, 1 m, 2 m, 5 m,
 または 10 mと等しいかより小さくてよい。最大寸法は、約、2 cm, 5 cm, 10 cm, 50 cm
, 1 m, 2 m, 5 m, または 10 mと等しいかより大きくてよい。例えば、可動物体の対向す
る回転翼のシャフト間距離が、約、2 cm, 5 cm, 10 cm, 50 cm, 1 m, 2 m, 5 m, または 
10 mと等しいかより小さくてよい。その代わり、対向する回転翼のシャフト間距離が、約
、2 cm, 5 cm, 10 cm, 50 cm, 1 m, 2 m, 5 m, または 10 mと等しいかより大きくてよい
。
【０１０４】
　いくつかの実施形態において、可動物体は、100cm　x 100 cm x 100cm未満、50 cm x 5
0 cm x 30 cm未満、または、5 cm x 5 cm x 3 cm未満の体積を有してよい。可動物体の総
体積は、約、1 cm3, 2 cm3, 5 cm3, 10 cm3, 20 cm3, 30 cm3, 40 cm3, 50 cm3, 60 cm3,
 70 cm3, 80 cm3, 90 cm3, 100 cm3, 150 cm3, 200 cm3, 300 cm3, 500 cm3, 750 cm3, 1
000 cm3, 5000 cm3, 10,000 cm3, 100,000 cm3, 1 m3, または 10 m3に等しいかより小さ
くてよい。逆に、可動物体の総体積は、約、1 cm3, 2 cm3, 5 cm3, 10 cm3, 20 cm3, 30 
cm3, 40 cm3, 50 cm3, 60 cm3, 70 cm3, 80 cm3, 90 cm3, 100 cm3, 150 cm3, 200 cm3, 
300 cm3, 500 cm3, 750 cm3, 1000 cm3, 5000 cm3, 10,000 cm3, 100,000 cm3, 1 m3, ま
たは 10 m3に等しいかより大きくてよい。
【０１０５】
　いくつかの実施形態において、可動物体は、設置面積（可動物体に囲まれる横方向の断
面積を指す）が、約、32,000 cm2, 20,000 cm2, 10,000 cm2, 1,000 cm2, 500 cm2, 100 
cm2, 50 cm2, 10 cm2, または 5 cm2と等しいかより小さくてよい。逆に、設置面積は約
、32,000 cm2, 20,000 cm2, 10,000 cm2, 1,000 cm2, 500 cm2, 100 cm2, 50 cm2, 10 cm
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2, または 5 cm2と等しいかより大きくてよい。
【０１０６】
　いくつかの例においては、可動物体は１０００ｋｇ以下の重さであってよい。可動物体
の重量は、約、1000 kg, 750 kg, 500 kg, 200 kg, 150 kg, 100 kg, 80 kg, 70 kg, 60 
kg, 50 kg, 45 kg, 40 kg, 35 kg, 30 kg, 25 kg, 20 kg, 15 kg, 12 kg, 10 kg, 9 kg, 
8 kg, 7 kg, 6 kg, 5 kg, 4 kg, 3 kg, 2 kg, 1 kg, 0.5 kg, 0.1 kg, 0.05 kg, または 
0.01 kgと等しいかより小さくてもよい。逆に、重量は、約、1000 kg, 750 kg, 500 kg, 
200 kg, 150 kg, 100 kg, 80 kg, 70 kg, 60 kg, 50 kg, 45 kg, 40 kg, 35 kg, 30 kg, 
25 kg, 20 kg, 15 kg, 12 kg, 10 kg, 9 kg, 8 kg, 7 kg, 6 kg, 5 kg, 4 kg, 3 kg, 2 k
g, 1 kg, 0.5 kg, 0.1 kg, 0.05 kg, または 0.01 kgと等しいかより大きくてもよい。
【０１０７】
　いくつかの実施形態において、可動物体は、可動物体によって運ばれる荷物に対して小
さくてよい。荷物は、更なる詳細が以下に記載されるように、積載物及び／または支持機
構を含んでよい。幾つかの例において、荷物の重量に対する可動物体の重量の比は、約１
：１より大きいか、より小さいか、または等しくてよい。いくつかの例においては、荷物
の重量に対する可動物体の重量の比は、約１：１より大きいか、より小さいか、または等
しくてよい。必要に応じて、荷物の重量に対する支持機構の重量の比は、約１：１より大
きいか、より小さいか、または等しくてよい。所望であれば、荷物の重量に対する可動物
体の重量の比は、1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:10またはより小さいものと等しいかより小さく
てよい。逆に、荷物の重量に対する可動物体の重量の比は、2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 10:1ま
たはより大きいものと等しいかより大きくてもよい。
【０１０８】
　いくつかの実施形態において、可動物体は低いエネルギー消費量であってよい。例えば
、可動物体は、約、5 W/h, 4 W/h, 3 W/h, 2 W/h, 1 W/hまたはより小さいもの未満を用
いてよい。いくつかの例においては、可動物体の支持機構は低いエネルギー消費量であっ
てよい。例えば、支持機構は、約、5 W/h, 4 W/h, 3 W/h, 2 W/h, 1 W/hまたはより小さ
いもの未満を用いてよい。必要に応じて、可動物体の積載物は、約、5 W/h, 4 W/h, 3 W/
h, 2 W/h, 1 W/hまたはより小さいもの未満などの低いエネルギー消費量であってよい。
【０１０９】
　図１１は、本願発明の実施形態による、ＵＡＶ１１００を示す。ＵＡＶは、本明細書中
に記載されるように、可動物体の例であってよい。ＵＡＶ１１００は、４つのローター１
１０２、１１０４、１１０６および１１０８を有する推進システムを含んでよい。任意の
数のローターが供給されてよい（例えば、１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つまたはそ
れ以上）。ローターは本明細書中の他の箇所に記載されたセルフタイトニングローターの
実施形態であってよい。ローター、ロータアセンブリまたは無人航空機の他の推進システ
ムは、無人航空機が位置でホバリング／維持、方向を変更及び／または位置変更すること
を可能にしてもよい。対向する回転翼のシャフト間の距離は、いかなる適切な長さ１１１
０であってよい。例えば、長さ１１１０は２ｍと等しいかより小さくてもよく、５ｍと等
しいかより小さくてもよい。いくつかの実施形態において、長さ１１１０は、40 cmから1
 mまで, 10 cmから2 mまで, または5 cmから5 mまでの範囲内であってよい。ＵＡＶの本
明細書中のいかなる説明も、異なるタイプの可動物体などの、可動物体に適用してよく、
その逆であってもよい。
【０１１０】
　いくつかの実施形態において、可動物体は荷物を運ぶように構成されてよい。荷物は、
乗客、貨物、設備、機器等のうち１または複数を含んでよい。荷物は筐体内に供給されて
よい。筐体は可動物体の筐体と別個であってもよく、可動物体の筐体の一部であってもよ
い。その代わり、可動物体が筐体を有していない一方で、荷物が筐体を供給してもよい。
その代わり、荷物の部分または荷物の全体が、筐体なしで供給されてもよい。荷物は可動
物体に対して強固に固定されてよい。必要に応じて、荷物は、可動物体に対して可動式で
あってよい（例えば、可動物体に対して並進可能または回転可能）。
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【０１１１】
　いくつかの実施形態において、荷物は積載物を含む。積載物は、いかなる操作または機
能も実行しないように構成されてよい。その代わり、積載物は、操作または機能を実行す
るように構成された積載物であってよく、機能的な積載物としても知られる。例えば、積
載物は、１つまたは複数のターゲットを調査するための１つまたは複数のセンサを含んで
よい。画像取得デバイス（例えば、カメラ）、音声取得デバイス（例えばパラボラマイク
）、赤外線画像デバイスまたは紫外線画像デバイスなど、いかなる適切なセンサが積載物
に組み込まれてよい。センサは、静的な感知データ（例えば、写真）を供給してもよいし
、動的な感知データ（例えば、動画）を供給してもよい。いくつかの実施形態において、
センサは、積載物のターゲットのために感知データを供給する。その代わりまたはそれと
組み合わせて、積載物は、１つまたは複数のターゲットに信号を供給するための１つまた
は複数のエミッタを含んでよい。発光ソースまたは音声ソースなど、いかなる適切なエミ
ッタが使用されてよい。いくつかの実施形態において、積載物は、可動物体から離れたモ
ジュールと通信するためなど、１つまたは複数の送受信機を含む。必要に応じて、積載物
は環境またはターゲットと相互作用するように構成されてよい。例えば、積載物は、ロボ
ットアームなど、物体を操作可能な道具、機器、またはメカニズムを含んでよい。
【０１１２】
　必要に応じて、荷物は支持機構を含んでよい。支持機構は積載物のために供給されてよ
く、かつ、積載物は直接的に（例えば可動物体に直接接触）または間接的に（例えば可動
物体とは非接触で）のいずれかで支持機構によって可動物体に接続されてよい。逆に、積
載物は支持機構を必要としない可動物体に取り付けられてもよい。積載物は支持機構と一
体に形成されてもよい。その代わり、積載物は着脱可能に支持機構と接続されてよい。い
くつかの実施形態において、積載物は、１つまたは複数の積載物要素を含んでよく、積載
物要素のうち１または複数は、上に記載されるように、可動物体及び／または支持機構に
対して可動式であってよい。
【０１１３】
　支持機構は可動物体と一体に形成されてよい。その代わり、支持機構は、着脱可能に可
動物体に接続されてよい。支持機構は、直接的にまたは間接的に可動物体に接続されてよ
い。支持機構は、積載物のサポートを供給してよい（例えば、積載物の重量の少なくとも
一部を運ぶ）。支持機構は積載物の移動を安定化及び／または方向付けることが可能な、
適切な搭載構造を含んでよい（例えば、ジンバルプラットフォーム）。いくつかの実施形
態において、支持機構は、可動物体に対する積載物の状態（例えば、位置及び／または方
向）を制御するように適合されてよい。例えば、積載物が可動物体の移動によらず適切な
基準フレームに対してその位置及び／または方向を維持するように、支持機構が可動物体
に対して移動するよう構成されてもよい（例えば、並進の１、２または３の度及び／また
は回転の１、２または３の度に対して）。基準フレームは固定基準フレームであってよい
（例えば、周囲環境）。その代わり、基準フレームは移動基準フレームであってよい（例
えば、可動物体、積載物ターゲット）。
【０１１４】
　いくつかの実施形態において、支持機構は、支持機構及び／または可動物体に対する積
載物の移動を可能にするよう構成されてよい。移動は、３自由度までに対する並進であっ
てもよく（例えば、１、２または３軸に沿って）、３自由度までに対する回転であっても
よく（例えば、１、２または３軸の周りに）、またはそれらのいかなる適切な組み合わせ
でもよい。
【０１１５】
　いくつかの例においては、支持機構は、支持機構フレームアセンブリおよび支持機構作
動アセンブリを含んでよい。支持機構フレームアセンブリは、積載物に対する構造的なサ
ポートを供給してよい。支持機構フレームアセンブリは、個別の支持機構フレーム要素を
含んでよく、それらの幾つかは、互いに対して可動式であってよい。支持機構作動アセン
ブリは、個別の支持機構フレーム要素の移動を作動する１つまたは複数のアクチュエータ
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（例えば、モータ）を含んでよい。アクチュエータは、複数の支持機構フレーム要素を同
時に移動することを可能にしてもよいし、一度に単一の支持機構フレーム要素の移動を許
容するように構成されてもよい。支持機構フレーム要素の移動は、積載物の対応する移動
を生成してよい。例えば、支持機構作動アセンブリは、回転の１つまたは複数の軸（例え
ば、ロール軸、ピッチ軸またはヨー軸）の周りに１つまたは複数の支持機構フレーム要素
の回転を作動させてよい。１つまたは複数の支持機構フレーム要素の回転が、可動物体に
対して１つまたは複数の回転軸の周りの積載物の回転を生じさせてよい。その代わりまた
はそれと組み合わせて、支持機構作動アセンブリは、１つまたは複数の並進軸に沿って１
つまたは複数の支持機構フレーム要素の並進を作動させてよく、これにより、可動物体に
対して１つまたは複数の対応する軸に沿った積載物の並進が生成される。
【０１１６】
　いくつかの実施形態において、可動物体、支持機構および積載物の固定基準フレーム（
例えば、周囲環境）及び／または互いに対する移動は、端末により制御されてよい。端末
は、可動物体、支持機構及び／または積載物から離れた位置における遠隔制御デバイスで
あってよい。端末はサポートプラットフォーム上に配されるか、取り付けされてよい。そ
の代わり、端末は手持ちまたは装着可能なデバイスであってよい。例えば、端末は、スマ
ートフォン、タブレット、ラップトップ、コンピュータ、メガネ、手袋、ヘルメット、マ
イクまたは適切なこれらの組み合わせを含んでよい。端末は、キーボード、マウス、ジョ
イスティック、タッチスクリーンまたはディスプレイなどのユーザインタフェースを含ん
でよい。手動で入力されたコマンド、音声制御、ジェスチャ制御または位置制御（例えば
、端末の移動、位置または傾きによって）など、いかなる適切なユーザ入力も、端末と相
互作用するのに使用されてよい。
【０１１７】
　端末は、可動物体、支持機構及び／または積載物のいかなる適切な状態を制御するのに
使用されてよい。例えば、端末は、固定参照及び／または互いに対する、可動物体、支持
機構及び／または積載物の位置及び／または方向を制御するのに使用されてよい。いくつ
かの実施形態において、端末は、支持機構の駆動アッセンブリ、積載物のセンサまたは積
載物のエミッタなど、可動物体、支持機構及び／または積載物の個別の構成要素を制御す
るのに使用されてよい。端末は、可動物体、支持機構または積載物のうち１または複数と
通信するよう適合された無線通信デバイスを含んでよい。
【０１１８】
　端末は、可動物体、支持機構及び／または積載物の情報を見るための適切なディスプレ
イユニットを含んでよい。例えば、端末は、位置、並進速度、並進加速度、方向、角速度
、角加速度または適切なこれらの組み合わせに関する、可動物体、支持機構及び／または
積載物の情報をディスプレイするよう構成されてよい。いくつかの実施形態において、端
末は、機能的な積載物によって供給されたデータ（例えば、カメラまたは他の画像記録デ
バイスにより記録された画像）など、積載物によって供給された情報をディスプレイして
よい。
【０１１９】
　必要に応じて、同じ端末が、可動物体、支持機構及び／または積載物、または、可動物
体、支持機構及び／または積載物の状態を制御するのと、可動物体、支持機構及び／また
は積載物からの情報を受信及び／またはディスプレイするのとの両方を行ってよい。例え
ば、端末は、環境に対して積載物を位置決めを制御しつつ、積載物により取得された画像
データまたは積載物の位置ついての情報を表示してもよい。その代わり、異なる端末が異
なる機能に使用されてよい。例えば、第１端末が可動物体、支持機構及び／または積載物
の移動または状態を制御する一方で、第２端末が可動物体、支持機構及び／または積載物
からの情報を受信及び／またはディスプレイしてよい。例えば、第１端末は環境に対する
積載物の位置決めを制御するのに使用される一方で、第２端末が積載物により取得された
画像データをディスプレイしてよい。様々な通信モードが、可動物体と、可動物体の制御
とデータの受信との両方を行う一体端末との間、または、可動物体と、可動物体の制御と
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データの受信との両方を行う複数の端末との間に利用されてよい。例えば、少なくとも異
なる二つの通信モードが、可動物体と、可動物体の制御と可動物体からのデータの受信と
の両方を行う端末との間に形成されてよい。
【０１２０】
　図１２は、実施形態による、支持機構１２０２および積載物１２０４を含む可動物体１
２００を示す。可動物体１２００が航空機として描写されているが、この描写は限定され
ることが意図されているのでなく、本明細書中で先に記載されたいかなる適切タイプの可
動物体が使用されてもよい。航空機システムに関連して本明細書中に記載されたいかなる
実施形態も、いかなる適切な可動物体（例えば、ＵＡＶ）にも適用されえることを、当業
者は理解するであろう。いくつかの例においては、積載物１２０４は、支持機構１２０２
を必要としない可動物体１２００に供給されてよい。可動物体１２００は、推進機構１２
０６、感知システム１２０８および通信システム１２１０を含んでよい。
【０１２１】
　推進機構１２０６は、先に記載されたような、ローター、プロペラ、翼、エンジン、モ
ータ、車輪、車軸、磁石、または、ノズル、のうち１または複数を含んでよい。例えば、
推進機構１２０６は、本明細書中の他の箇所で記載されているように、セルフタイトニン
グローター、ロータアセンブリ、または、他の回転推進ユニットであってよい。可動物体
は、１つまたは複数、２又はそれ以上、３またはそれ以上、４またはそれ以上の推進機構
を有してよい。推進機構は全てが同じタイプであってよい。その代わり、１つまたは複数
の推進機構は、異なるタイプの推進機構であってよい。推進機構１２０６は、本明細書中
の他の箇所に記載されているような支持要素（例えば、駆動シャフト）など、あらゆる適
切な手段を用いて可動物体１２００に取り付けられてよい。推進機構１２０６は、上面、
底面、正面、後面、側面または適切なこれらの組み合わせなど、可動物体１２００のいか
なる適切な部分に取り付けられてよい。
【０１２２】
　いくつかの実施形態において、推進機構１２０６は、可動物体１２００のいかなる水平
方向の動きを必要とすることなしに（例えば、滑走路での移動なしに）、可動物体１２０
０が面から垂直に離陸または面へ垂直に着陸することを可能にしてもよい。必要に応じて
、推進機構１２０６は、特定された位置及び／または方向において可動物体１２００が空
中でホバリングすることを可能にするように動作できてよい。推進機構１２００のうち１
または複数は、他の推進機構から独立して制御されてよい。その代わり、推進機構１２０
０は、同時に制御されるよう構成されてよい。例えば、可動物体１２００は可動物体へ揚
力及び／または推進力を供給することができる複数の水平に方向付けられたローターを有
してよい。複数の水平に方向付けられたローターは、垂直離陸、垂直着陸およびホバリン
グの能力を可動物体１２００に供給するよう作動されてよい。いくつかの実施形態におい
て、水平に方向付けられたローターのうち１または複数は、時計回り方向に回転する一方
で、水平なローターのうち１または複数は、反時計回り方向に回転してもよい。例えば、
時計回りのローターの数は、反時計回りのローターの数と等しくてよい。水平に方向付け
られローターの各々の回転率は、各々のローターによって生成される揚力及び／または推
進力を制御するために独立して変化してよく、これにより、可動物体１２００の空間的配
置、速度及び／または加速度（例えば、並進の３つの度までおよび回転の３つの度までに
対する）が調整される。
【０１２３】
　感知システム１２０８は、可動物体１２００の空間的配置、速度及び／または加速度（
例えば、並進の３つの度までおよび回転の３つの度までに対する）を感知できてよい１つ
または複数のセンサを含んでよい。１つまたは複数のセンサは、ＧＰＳセンサ、運動セン
サ、慣性センサ、近接センサまたはイメージセンサを含む、本明細書中で先に記載された
いかなるセンサを含んでよい。感知システム１２０８によって供給された感知データは、
可動物体１２００の空間的配置、速度及び／または方向を制御するのに使用されてよい（
例えば、以下に記載されるように、適切なプロセッシングユニット及び／または制御モジ
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ュールを用いて）。その代わり、感知システム１２０８は、天気状況、潜在的障害物への
近接度、地理的特徴物の位置、人工建造物の位置等など、可動物体を囲む環境に関するデ
ータを供給するのに使用されてよい。
【０１２４】
　通信システム１２１０は、無線信号１２１６によって、通信システム１２１４を有する
端末１２１２との通信を可能にする。通信システム１２１０、１２１４は、無線通信に適
した、任意の数の送信機、レシーバ及び／または送受信機を含んでよい。通信は、データ
が唯一の方向に送信されえるような、単方向通信であってよい。例えば、単方向通信は、
可動物体１２００が端末１２１２にデータを送信するだけか、その逆であることを含む。
データは、通信システム１２１０の１つまたは複数の送信機から通信システム１２１２の
１つまたは複数のレシーバへ、またはその逆で送信されてよい。その代わり、通信は、デ
ータが可動物体１２００と端末１２１２との間を両方の方向に送信しえるような、双方向
通信であってよい。双方向通信は、通信システム１２１０の１つまたは複数の送信機から
通信システム１２１４の１つまたは複数のレシーバへ、またはその逆でデータを送信する
ことを含んでよい。
【０１２５】
　いくつかの実施形態において、端末１２１２は、可動物体１２００、支持機構１２０２
および積載物１２０４のうち１または複数へ制御データを供給し、かつ、可動物体１２０
０、支持機構１２０２および積載物１２０４のうち１または複数から情報を受信してよい
（例えば、可動物体、支持機構または積載物の位置、及び／または移動情報；積載物カメ
ラにより取得された画像データなど、積載物より感知されたデータ）。いくつかの例にお
いては、端末からの制御データは、可動物体、支持機構及び／または積載物の相対位置、
運動、駆動、制御のための命令を含んでよい。例えば、制御データは、可動物体の位置及
び／または方向の変更（例えば、推進機構１２０６の制御により）、または、可動物体に
対する積載物の移動（例えば、支持機構１２０２の制御により）をもたらしてよい。端末
からの制御データは、カメラまたは他の画像取得デバイスの動作の制御（例えば、静止画
または動画を撮ること、ズームインまたはアウト、電源のオンまたオフ、画像モードの切
り替え、画像解像度の変更、焦点の変更、被写界深度の変更、露出時間の変更、視角また
は視野の変更）など、積載物の制御をもたらしてよい。いくつかの例においては、可動物
体、支持機構及び／または積載物からの通信は、１つまたは複数のセンサ（例えば、感知
システム１２０８のまたは積載物１２０４の）からの情報を含んでよい。通信は、１つま
たは複数の異なるタイプのセンサ（例えば、ＧＰＳセンサ、運動センサ、慣性センサ、近
接センサまたはイメージセンサ）から感知された情報を含んでよい。そのような情報は、
可動物体、支持機構及び／または積載物の位置（例えば、位置、方向）、移動または加速
度に関連してよい。積載物からのそのような情報は、積載物で取得されたデータまたは感
知された積載物の状態を含んでよい。端末１２１２から供給され送信された制御データは
、可動物体１２００、支持機構１２０２または積載物１２０４のうち１または複数の状態
を制御するよう構成されてよい。その代わりまたはその組み合わせで、支持機構１２０２
および積載物１２０４は、端末が可動物体１２００、支持機構１２０２および積載物１２
０４を各々独立して通信および制御できるように、端末１２１２と通信するよう構成され
た通信モジュールを各々含んでよい。
【０１２６】
　いくつかの実施形態において、可動物体１２００は、端末１２１２に加えてまたは端末
１２１２に代えて、別の遠隔装置と通信するよう構成されてよい。端末１２１２は、可動
物体１２００に加えて別の遠隔装置と通信するよう構成されてもよい。例えば、可動物体
１２００及び／または端末１２１２は、別の可動物体、または、別の可動物体の支持機構
若しくは積載物と通信してよい。所望の場合、遠隔装置は、第２端末または他のコンピュ
ーティング装置であってよい（例えば、コンピュータ、ラップトップ、タブレット、スマ
ートフォンまたは他のモバイルデバイス）。遠隔装置は、データを可動物体１２００に送
信し、可動物体１２００からデータを受信し、端末１２１２にデータを送信し、及び／ま



(32) JP 6278539 B2 2018.2.14

10

20

30

40

50

たは、端末１２１２からデータを受信するよう構成されてよい。必要に応じて、遠隔装置
は、可動物体１２００及び／または端末１２１２から受信したデータをウエブサイトまた
はサーバにアップロードできるように、インターネットまたは他の電気通信のネットワー
クに接続されてよい。
【０１２７】
　図１３は、実施形態による、可動物体の制御のためのシステム１３００のブロック図の
方法による模式図である。システム１３００は、本明細書中に記載されたシステム、デバ
イスおよび方法のあらゆる適切な実施形態の組み合わせが使用されてよい。システム１３
００は、感知モジュール１３０２、プロセッシングユニット１３０４、非一時的コンピュ
ータ可読媒体１３０６、制御モジュール１３０８、および、通信モジュール１３１０を含
んでよい。
【０１２８】
　感知モジュール１３０２は、可動物体に関する情報を異なる方法で収集する異なるタイ
プのセンサを利用することができる。異なるタイプのセンサは、異なるタイプの信号また
は異なるソースからの信号を感知してよい。例えば、センサは、慣性センサ、ＧＰＳセン
サ、近接センサ（例えば、ライダ）または視覚／イメージセンサ（例えば、カメラ）を含
んでよい。感知モジュール１３０２は、複数のプロセッサを有するプロセッシングユニッ
ト１３０４に動作可能に接続されよい。いくつかの実施形態において、感知モジュールは
、適切な外部装置またはシステムに感知データを直接送信するよう構成された送信モジュ
ール１３１２（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ画像送信モジュール）と動作可能に接続されてよい。
例えば、送信モジュール１３１２は、感知モジュール１３０２のカメラで取得された画像
を遠隔端末へ送信するのに使用されてよい。
【０１２９】
　プロセッシングユニット１３０４は、プログラマブルプロセッサ（例えば、中央演算処
理装置（ＣＰＵ））など、１つまたは複数プロセッサを有してよい。プロセッシングユニ
ット１３０４は、非一時的コンピュータ可読媒体１３０６と動作可能に接続されてよい。
非一時的コンピュータ可読媒体１３０６は、１つまたは複数のステップを実行するための
、ロジック、コード及び／またはプロセッシングユニット１３０４によって実行可能なプ
ログラム命令を格納してよい。非一時的コンピュータ可読媒体は、１つまたは複数のメモ
リユニット（例えば、ＳＤカードまたはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ））など、取り
外し可能媒体または外部格納装置）を含んでよい。いくつかの実施形態において、感知モ
ジュール１３０２からのデータは、非一時的コンピュータ可読媒体１３０６のメモリユニ
ットに直接運ばれて格納されてよい。非一時的コンピュータ可読媒体１３０６のメモリユ
ニットは、本明細書中に記載された方法のいかなる適切な実施形態を実行するべく、ロジ
ック、コード及び／またはプロセッシングユニット１３０４によって実行可能なプログラ
ム命令を格納してよい。例えば、プロセッシングユニット１３０４は、プロセッシングユ
ニット１３０４の１つまたは複数のプロセッサに、感知モジュールで生成された感知デー
タを分析させる命令を実行するよう構成されてよい。メモリユニットは、プロセッシング
ユニット１３０４によって処理される感知モジュールからの感知データを格納してよい。
いくつかの実施形態において、非一時的コンピュータ可読媒体１３０６のメモリユニット
は、プロセッシングユニット１３０４によって生成された処理結果を格納するのに使用さ
れてよい。
【０１３０】
　いくつかの実施形態において、プロセッシングユニット１３０４は、可動物体の状態を
制御するよう構成された制御モジュール１３０８と動作可能に接続されてよい。例えば、
制御モジュール１３０８は、６つの自由度に対する可動物体の空間的配置、速度及び／ま
たは加速度を調整すべく可動物体の推進機構を制御するよう構成されてよい。その代わり
またはその組み合わせで、制御モジュール１３０８は、支持機構、積載物または感知モジ
ュールの状態のうち１または複数を制御してもよい。
【０１３１】
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　プロセッシングユニット１３０４は、１つまたは複数の外部装置（例えば、端末、表示
装置または他のリモートコントローラ）からのデータを送信及び／または受信するよう構
成された通信モジュール１３１０に動作可能に接続されてよい。有線通信または無線通信
など、通信のいかなる適切な手段が使用されてよい。　例えば、通信モジュール１３１０
は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、赤
外線、無線、ＷｉＦｉ、ポイントツーポイント（Ｐ２Ｐ）ネットワーク、電気通信網、ク
ラウド通信等のうち１または複数を利用することができる。必要に応じて、タワー、衛星
または移動局など、中継局が使用されてよい。無線通信は、近接度に依存してもよいし、
近接度から独立してもよい。いくつかの実施形態において、照準線が通信のために必要と
されてもよいし、されなくてもよい。通信モジュール１３１０は、感知モジュール１３０
２からの感知データ、プロセッシングユニット１３０４で生成される処理結果、予め定め
られた制御データ、端末またはリモートコントローラからのユーザ命令等のうち１または
複数を送信及び／または受信してよい。
【０１３２】
　システム１３００の構成要素は、いかなる適切な形態に配置されてよい。例えば、シス
テム１３００の構成要素のうち１または複数は、可動物体、支持機構、積載物、端末、感
知システムまたは上記のうち１または複数と通信する追加の外部デバイス上に位置されて
よい。さらに、図１３は単一のプロセッシングユニット１３０４および単一の非一時的コ
ンピュータ可読媒体１３０６を示したが、当業者は、それが限定することを意図されたも
のでないこと、および、システム１３００が複数のプロセッシングユニット及び／または
非一時的コンピュータ可読媒体を含んでよいことを理解するであろう。いくつかの実施形
態において、複数のプロセッシングユニット及び／または非一時的コンピュータ可読媒体
のうち１または複数は、可動物体、支持機構、積載物、端末、感知モジュール、上記のう
ち１または複数と通信する追加の外部デバイスまたはこれらのいかなる適切な組み合わせ
などの異なる位置に位置されてよく、システム１３００により実行される処理機能および
／またはメモリ機能のいかなる適切な観点も上記した位置のうち１または複数で発生する
ようにしてもよい。
【０１３３】
　本明細書中で使用されるＡ及び／またはＢは、ＡまたはＢのうち１または複数、並びに
、ＡおよびＢなどのようなこれらの組み合わせを含む。
【０１３４】
　本願発明の好ましい実施形態が本明細書中で図示されかつ記載されている一方、当業者
にとってそれらの実施形態は例示を目的としてのみ供給されていることは自明である。多
くの変種、変更および取り替えが、発明から離れることなしに当業者にとって生じるであ
ろう。本明細書中に記載された発明の実施形態に対して様々な代替案が発明の実施に用い
てもよいことが理解されるべきである。添付の請求の範囲が発明の範囲を定め、かつ、こ
れによりこれらの請求の範囲の範囲内の方法および構造がカバーされるべきことが意図さ
れる。
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